
〇
経
済
産
業
省
令
第

号

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法

令
を
実
施
す
る
た
め
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
脱
炭
素
成
長
型
経

済
構
造
移
行
推
進
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推

進
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
六
年
経
済
産
業
省
令
第
三
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

1



改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
脱
炭

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
脱
炭

素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す

素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
脱
炭
素
成
長

る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」

型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律

と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

施
行
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

（
化
石
燃
料
採
取
者
等
の
届
出
）

2



第
二
条

法
第
十
六
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届

（
新
設
）

出
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
三
条

法
第
三
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
実
施
指
針
（
以
下
「
実
施
指
針
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
事
項
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す

る
。

（
年
度
平
均
排
出
量
の
算
定
）

第
四
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
年
度
平
均
排
出
量
は

（
新
設
）

3



、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
量
と
す
る
。

一

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
年
度
（
以
下
「
届
出
年
度
」
と
い
う
。

）
の
前
々
年
度
よ
り
前
に
事
業
活
動
を
開
始
し
て
い

る
場
合

届
出
年
度
の
前
三
年
度
中
の
各
年
度
ご
と

の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
合
計
量
を
三
で
除
し
て

得
た
量

二

届
出
年
度
の
前
々
年
度
中
に
事
業
活
動
を
開
始
し

て
い
る
場
合

届
出
年
度
の
前
二
年
度
中
の
各
年
度

ご
と
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
合
計
量
を
二
で
除

し
て
得
た
量

三

届
出
年
度
の
前
年
度
中
に
事
業
活
動
を
開
始
し
て

4



い
る
場
合

届
出
年
度
の
前
年
度
の
二
酸
化
炭
素
の

排
出
量

（
事
業
者
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係

数
等
）

第
五
条

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
の
経
済
産
業
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実

施
に
必
要
な
物
資
の
使
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

業
活
動
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一

洋
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙

工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造

へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二

5



条
第
二
項
第
四
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
分

野
等
に
関
す
る
命
令
（
令
和

年
内
閣
府
・
総
務

省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林

水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令

第

号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
第
一
項
第

一
号
に
お
い
て
「
主
務
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
項
第
一
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必

要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

6



げ
る
潤
滑
油
等
（
潤
滑
油
、
グ
リ
ー
ス
及
び
パ
ラ

フ
ィ
ン
ろ
う
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
の

表
の
十
二
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
六
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
炭
酸
ガ
ス
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

二

板
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙

工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項

第
二
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料

7



及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
六
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
炭
酸
ガ
ス
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

三

ソ
ー
ダ
工
業
に
お
け
る
ソ
ー
ダ
製
造
工
程
の
う
ち

8



電
解
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第

二
項
第
三
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要

な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
八
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
ソ
ー
ダ
灰
の
製
造
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
の
使

用
ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

9



第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

四

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
製
造
業
に
お
け
る
カ
ー
ボ
ン

ブ
ラ
ッ
ク
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令

第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実

施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

10



ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一

項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原

材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

五

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
に
お
け
る
エ
チ
レ
ン

そ
の
他
石
油
化
学
系
基
礎
製
品
の
製
造
工
程
又
は
有

機
化
学
工
業
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（

主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
事
業
活
動
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業

活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

11



ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一

項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原

材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

六

石
油
精
製
業
に
お
け
る
石
油
精
製
工
程
に
係
る
事

業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
事
業

活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ

の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

12



ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一

項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原

材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

七

ゴ
ム
製
品
製
造
業
に
お
け
る
ゴ
ム
製
品
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
七

号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び

原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
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る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一

項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原

材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

八

板
ガ
ラ
ス
製
造
業
に
お
け
る
板
ガ
ラ
ス
製
造
工
程

の
う
ち
素
板
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第

二
条
第
二
項
第
八
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施

に
必
要
な
物
資
の
使
用

14



イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
の
原
料
と
し
て
の
鉱
物
又

は
炭
酸
塩
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

九

ガ
ラ
ス
び
ん
製
造
業
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
び
ん
製
造

工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
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第
九
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料

及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
の
原
料
と
し
て
の
鉱
物
又

は
炭
酸
塩
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

16



び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

十

セ
メ
ン
ト
製
造
業
に
お
け
る
セ
メ
ン
ト
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
十

号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び

原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一

17



項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原

材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

十
一

石
灰
製
造
業
に
お
け
る
生
石
灰
又
は
軽
焼
ド
ロ

マ
イ
ト
の
製
造
工
程
の
う
ち
焼
成
工
程
に
係
る
事
業

活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
十
一
号
の
事
業

活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ

の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
生
石
灰
の
原
料
と
し
て
の
鉱
物
の
使
用

18



ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

十
二

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業
に
お
け
る
高
炉
に
よ
る
銑

鉄
の
製
造
工
程
又
は
鋼
材
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業

活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号
の
事
業

活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ

の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

19



る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
鉄
鋼
の
製
造
に
お
け
る
鉱
物
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

十
三

電
炉
に
よ
る
普
通
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
普
通
鋼
圧

延
鋼
材
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務

省
令
第
二
条
第
二
項
第
十
三
号
の
事
業
活
動
を
い
う

20



。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活

動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
に
お
け
る
炭
素
電

極
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
鉄
鋼
の
製
造
に
お
け
る
鉱
物
の
使
用

ニ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

21



第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

十
四

電
炉
に
よ
る
特
殊
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
特
殊
鋼
製

品
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令

第
二
条
第
二
項
第
十
四
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の

実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

22



る
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
に
お
け
る
炭
素
電

極
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
鉄
鋼
の
製
造
に
お
け
る
鉱
物
の
使
用

ニ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

十
五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
業
に
お
け
る
半
製
品
の
製

造
工
程
又
は
半
製
品
か
ら
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
品
を
製

造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条

23



第
二
項
第
十
五
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に

必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一

項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原

材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の

使
用

十
六

自
動
車
製
造
業
に
お
け
る
乗
用
自
動
車
の
塗
装

24



工
程
に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項

第
十
六
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
燃

料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な

物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
四
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
使
用

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

25



び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

十
七

発
電
事
業
に
お
け
る
発
電
に
係
る
事
業
活
動
（

主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
十
七
号
の
事
業
活
動
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
イ

か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事

業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

次
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
炭
酸
塩
を
含
有
す
る
鉱
物
の
使
用

ハ

次
条
第
一
項
の
表
の
十
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
潤
滑
油
等
の
使
用

26



ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

第
一
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及

び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物

資
の
使
用

十
八

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
道
路
運
送
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
第

八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
で
あ
っ
て
貨
物
の

運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
に
よ
る
貨
物
の
運
送
に
係

る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
十
八
号

の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料

そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

27



る
燃
料
の
使
用

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ

の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

十
九

内
航
海
運
業
に
お
け
る
主
と
し
て
鋼
材
の
運
送

に
係
る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
十

九
号
の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原

材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使

用イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一
項
の
表

28



の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ

の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

二
十

航
空
輸
送
事
業
に
お
け
る
航
空
機
の
運
航
に
係

る
事
業
活
動
（
主
務
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
十
号

の
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料

そ
の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

イ

次
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
燃
料
の
使
用

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ

の
他
事
業
活
動
の
実
施
に
必
要
な
物
資
の
使
用

２

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
経
済
産
業
省
令
で

29



定
め
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

洋
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生

産
及
び
輸
送

二

板
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生

産
及
び
輸
送

三

ソ
ー
ダ
工
業
に
お
け
る
ソ
ー
ダ
製
造
工
程
の
う
ち

電
解
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の

30



各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気

の
生
産
及
び
輸
送

四

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
製
造
業
に
お
け
る
カ
ー
ボ
ン

ブ
ラ
ッ
ク
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
及

び
ロ
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及

び
輸
送

イ

次
条
第
二
項
の
表
の
九
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
エ
チ
レ
ン
等
の
製
造

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
二
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び

蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

五

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
に
お
け
る
エ
チ
レ
ン

そ
の
他
石
油
化
学
系
基
礎
製
品
の
製
造
工
程
又
は
有

31



機
化
学
工
業
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気

の
生
産
及
び
輸
送

イ

次
条
第
二
項
の
表
の
九
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
エ
チ
レ
ン
等
の
製
造

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
二
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び

蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

六

石
油
精
製
業
に
お
け
る
石
油
精
製
工
程
に
係
る
事

業
活
動

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等

及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

イ

次
条
第
二
項
の
表
の
九
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
エ
チ
レ
ン
等
の
製
造
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ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
二
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び

蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

七

ゴ
ム
製
品
製
造
業
に
お
け
る
ゴ
ム
製
品
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及

び
輸
送

八

板
ガ
ラ
ス
製
造
業
に
お
け
る
板
ガ
ラ
ス
製
造
工
程

の
う
ち
素
板
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項

の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及

び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

九

ガ
ラ
ス
び
ん
製
造
業
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
び
ん
製
造

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項
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の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生

産
及
び
輸
送

十

セ
メ
ン
ト
製
造
業
に
お
け
る
セ
メ
ン
ト
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
品

、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

イ

次
条
第
二
項
の
表
の
六
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
セ
メ
ン
ト
ク
リ
ン
カ
ー
の
製
造

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
二
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び

蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

十
一

石
灰
製
造
業
に
お
け
る
生
石
灰
又
は
軽
焼
ド
ロ

マ
イ
ト
の
製
造
工
程
の
う
ち
焼
成
工
程
に
係
る
事
業

活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
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る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

十
二

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業
に
お
け
る
高
炉
に
よ
る
銑

鉄
の
製
造
工
程
又
は
鋼
材
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業

活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

十
三

電
炉
に
よ
る
普
通
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
普
通
鋼
圧

延
鋼
材
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条

第
二
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原

油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

十
四

電
炉
に
よ
る
特
殊
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
特
殊
鋼
製

品
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
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項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等

及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

十
五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
業
に
お
け
る
半
製
品
の
製

造
工
程
又
は
半
製
品
か
ら
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
品
を
製

造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸

気
の
生
産
及
び
輸
送

十
六

自
動
車
製
造
業
に
お
け
る
乗
用
自
動
車
の
塗
装

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生

産
及
び
輸
送

十
七

発
電
事
業
に
お
け
る
発
電
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
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の
生
産
及
び
輸
送

イ

次
条
第
二
項
の
表
の
五
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
地
熱
発
電
施
設
に
お
け
る
蒸
気
の
生
産

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
二
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び

蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送

十
八

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
道
路
運
送
法

第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
で
あ
っ

て
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
に
よ
る
貨
物
の

運
送
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生

産
及
び
輸
送

十
九

内
航
海
運
業
に
お
け
る
主
と
し
て
鋼
材
の
運
送
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に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及

び
輸
送

二
十

航
空
輸
送
事
業
に
お
け
る
航
空
機
の
運
航
に
係

る
事
業
活
動

次
条
第
二
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸

送

３

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑶
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
業
活
動
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

洋
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
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げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三

項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

二

板
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却
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ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三

項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

三

ソ
ー
ダ
工
業
に
お
け
る
ソ
ー
ダ
製
造
工
程
の
う
ち

電
解
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三
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項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

四

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
製
造
業
に
お
け
る
カ
ー
ボ
ン

ブ
ラ
ッ
ク
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三

項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

五

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
に
お
け
る
エ
チ
レ
ン
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そ
の
他
石
油
化
学
系
基
礎
製
品
の
製
造
工
程
又
は
有

機
化
学
工
業
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃

焼イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三

項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

六

石
油
精
製
業
に
お
け
る
石
油
精
製
工
程
に
係
る
事

業
活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
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却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三

項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

七

ゴ
ム
製
品
製
造
業
に
お
け
る
ゴ
ム
製
品
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
三
項
の
表
の
各
項
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

八

板
ガ
ラ
ス
製
造
業
に
お
け
る
板
ガ
ラ
ス
製
造
工
程

の
う
ち
素
板
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
三
項
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の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び

燃
焼

九

ガ
ラ
ス
び
ん
製
造
業
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
び
ん
製
造

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
三
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

十

セ
メ
ン
ト
製
造
業
に
お
け
る
セ
メ
ン
ト
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三
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項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

十
一

石
灰
製
造
業
に
お
け
る
生
石
灰
又
は
軽
焼
ド
ロ

マ
イ
ト
の
製
造
工
程
の
う
ち
焼
成
工
程
に
係
る
事
業

活
動

次
条
第
三
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

十
二

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業
に
お
け
る
高
炉
に
よ
る
銑

鉄
の
製
造
工
程
又
は
鋼
材
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業

活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却

及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
鉄
鋼
の
製
造
に
お
い
て
生
じ
た
ガ
ス
の
燃
焼

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
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る
溶
剤
の
焼
却

ハ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

十
三

電
炉
に
よ
る
普
通
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
普
通
鋼
圧

延
鋼
材
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
鉄
鋼
の
製
造
に
お
い
て
生
じ
た
ガ
ス
の
燃
焼

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ハ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却
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十
四

電
炉
に
よ
る
特
殊
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
特
殊
鋼
製

品
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
鉄
鋼
の
製
造
に
お
い
て
生
じ
た
ガ
ス
の
燃
焼

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ハ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

十
五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
業
に
お
け
る
半
製
品
の
製

造
工
程
又
は
半
製
品
か
ら
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
品
を
製

造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
三
項
の
表
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の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

十
六

自
動
車
製
造
業
に
お
け
る
乗
用
自
動
車
の
塗
装

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

イ

次
条
第
三
項
の
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
溶
剤
の
焼
却

ロ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三

項
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼

却
及
び
燃
焼

十
七

発
電
事
業
に
お
け
る
発
電
に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼
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イ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃

焼

十
八

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
道
路
運
送
法

第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
で
あ
っ

て
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
に
よ
る
貨
物
の

運
送
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
三
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

十
九

内
航
海
運
業
に
お
け
る
主
と
し
て
鋼
材
の
運
送

に
係
る
事
業
活
動

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
物
質

の
焼
却
及
び
燃
焼
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イ

次
条
第
三
項
の
表
の
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
の
焼
却

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
三
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃

焼

二
十

航
空
輸
送
事
業
に
お
け
る
航
空
機
の
運
航
に
係

る
事
業
活
動

次
条
第
三
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼

４

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑷
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の

点
検
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

洋
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙
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工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑

井
又
は
坑
道
の
点
検

二

板
紙
製
造
業
に
お
け
る
パ
ル
プ
化
工
程
又
は
製
紙

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑

井
又
は
坑
道
の
点
検

三

ソ
ー
ダ
工
業
に
お
け
る
ソ
ー
ダ
製
造
工
程
の
う
ち

電
解
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の

各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及

び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

四

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
製
造
業
に
お
け
る
カ
ー
ボ
ン

ブ
ラ
ッ
ク
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
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項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘

、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

五

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
に
お
け
る
エ
チ
レ
ン

そ
の
他
石
油
化
学
系
基
礎
製
品
の
製
造
工
程
又
は
有

機
化
学
工
業
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油

等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

六

石
油
精
製
業
に
お
け
る
石
油
精
製
工
程
に
係
る
事

業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の

点
検

七

ゴ
ム
製
品
製
造
業
に
お
け
る
ゴ
ム
製
品
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
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二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又

は
坑
道
の
点
検

八

板
ガ
ラ
ス
製
造
業
に
お
け
る
板
ガ
ラ
ス
製
造
工
程

の
う
ち
素
板
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項

の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、

試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

九

ガ
ラ
ス
び
ん
製
造
業
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
び
ん
製
造

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び

坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

十

セ
メ
ン
ト
製
造
業
に
お
け
る
セ
メ
ン
ト
製
造
工
程

に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
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は
坑
道
の
点
検

十
一

石
灰
製
造
業
に
お
け
る
生
石
灰
又
は
軽
焼
ド
ロ

マ
イ
ト
の
製
造
工
程
の
う
ち
焼
成
工
程
に
係
る
事
業

活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点

検
十
二

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業
に
お
け
る
高
炉
に
よ
る
銑

鉄
の
製
造
工
程
又
は
鋼
材
の
製
造
工
程
に
係
る
事
業

活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点

検
十
三

電
炉
に
よ
る
普
通
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
普
通
鋼
圧
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延
鋼
材
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条

第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の

試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

十
四

電
炉
に
よ
る
特
殊
鋼
製
造
業
に
お
け
る
電
気
炉

に
よ
る
粗
鋼
の
製
造
工
程
又
は
鋼
片
か
ら
特
殊
鋼
製

品
を
製
造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四

項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘

、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

十
五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
業
に
お
け
る
半
製
品
の
製

造
工
程
又
は
半
製
品
か
ら
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
品
を
製

造
す
る
工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表

の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験

及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検
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十
六

自
動
車
製
造
業
に
お
け
る
乗
用
自
動
車
の
塗
装

工
程
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑

井
又
は
坑
道
の
点
検

十
七

発
電
事
業
に
お
け
る
発
電
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油

等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の
点
検

十
八

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
道
路
運
送
法

第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
で
あ
っ

て
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
に
よ
る
貨
物
の

運
送
に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑

井
又
は
坑
道
の
点
検
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十
九

内
航
海
運
業
に
お
け
る
主
と
し
て
鋼
材
の
運
送

に
係
る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又

は
坑
道
の
点
検

二
十

航
空
輸
送
事
業
に
お
け
る
航
空
機
の
運
航
に
係

る
事
業
活
動

次
条
第
四
項
の
表
の
各
項
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑

道
の
点
検

５

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
単
位
は
、
次
条
第
一
項
の
表
の
第
二
欄
、
同
条
第

二
項
の
表
の
第
二
欄
、
同
条
第
三
項
の
表
の
第
二
欄
及

び
同
条
第
四
項
の
表
の
第
二
欄
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出

を
伴
う
活
動
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
一
項
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の
表
の
第
三
欄
、
同
条
第
二
項
の
表
の
第
三
欄
、
同
条

第
三
項
の
表
の
第
三
欄
及
び
同
条
第
四
項
の
表
の
第
三

欄
に
掲
げ
る
単
位
と
す
る
。

６

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
係
数
は
、
次
条
第
一
項
の
表
の
第
二
欄
、
同
条
第

二
項
の
表
の
第
二
欄
、
同
条
第
三
項
の
表
の
第
二
欄
及

び
同
条
第
四
項
の
表
の
第
二
欄
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出

を
伴
う
活
動
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
一
項

の
表
の
第
四
欄
、
同
条
第
二
項
の
表
の
第
四
欄
、
同
条

第
三
項
の
表
の
第
四
欄
及
び
同
条
第
四
項
の
表
の
第
四

欄
に
掲
げ
る
係
数
と
す
る
。

７

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
二
酸
化
炭
素
の

排
出
量
の
実
測
に
基
づ
く
係
数
そ
の
他
前
項
の
係
数
に
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相
当
す
る
係
数
で
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
又
は
燃

料
の
発
熱
の
程
度
を
示
す
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
ら

れ
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
係
数
を
用
い
て
、
令
第
一

条
第
一
項
第
一
号
イ
の
二
酸
化
炭
素
の
量
を
算
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
の
経
済
産
業
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
燃
料
及
び
原
材
料
そ
の
他
事
業
活
動
の
実

施
に
必
要
な
物
資
の
使
用
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の

と
し
、
同
号
ロ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は
、

同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
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表
の
第
四
欄
で
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

燃
料

イ

輸
入
原

ト
ン

輸
入
原
料
炭
の
一

（
別
表

料
炭
の
使

ト
ン
当
た
り
の
ギ

第
一
に

用

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

掲
げ
る

し
た
発
熱
量
二
十

も
の
を

八
・
七
に
、
当
該

除
く
。

輸
入
原
料
炭
の
一

)

の

使

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当

用

た
り
の
発
熱
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（
〇

・
〇
二
四
六
に
十
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二
分
の
四
十
四
を

乗
じ
て
得
た
数
）

を
乗
じ
て
得
た
数

ロ

コ
ー
ク

ト
ン

コ
ー
ク
ス
用
原
料

ス
用
原
料

炭
の
一
ト
ン
当
た

炭
の
使
用

り
の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

ル
で
表
し
た
発
熱

量
二
十
八
・
九
に

、
当
該
コ
ー
ク
ス

用
原
料
炭
の
一
ギ

ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た

り
の
発
熱
に
伴
い

排
出
さ
れ
る
ト
ン
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で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
（
〇
・

〇
二
四
五
に
十
二

分
の
四
十
四
を
乗

じ
て
得
た
数
）
を

乗
じ
て
得
た
数

ハ

吹
込
用

ト
ン

吹
込
用
原
料
炭
の

原
料
炭
の

一
ト
ン
当
た
り
の

使
用

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で

表
し
た
発
熱
量
二

十
八
・
三
に
、
当

該
吹
込
用
原
料
炭

の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
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ル
当
た
り
の
発
熱

に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量

（
〇
・
〇
二
五
一

に
十
二
分
の
四
十

四
を
乗
じ
て
得
た

数
）
を
乗
じ
て
得

た
数

ニ

輸
入
一

ト
ン

輸
入
一
般
炭
の
一

般
炭
の
使

ト
ン
当
た
り
の
ギ

用

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

し
た
発
熱
量
二
十
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六
・
一
に
、
当
該

輸
入
一
般
炭
の
一

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当

た
り
の
発
熱
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（
〇

・
〇
二
四
三
に
十

二
分
の
四
十
四
を

乗
じ
て
得
た
数
）

を
乗
じ
て
得
た
数

ホ

国
産
一

ト
ン

国
産
一
般
炭
の
一

般
炭
の
使

ト
ン
当
た
り
の
ギ
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用

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

し
た
発
熱
量
二
十

四
・
二
に
、
当
該

国
産
一
般
炭
の
一

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当

た
り
の
発
熱
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（
〇

・
〇
二
四
二
に
十

二
分
の
四
十
四
を

乗
じ
て
得
た
数
）

を
乗
じ
て
得
た
数

65



ヘ

輸
入
無

ト
ン

輸
入
無
煙
炭
の
一

煙
炭
の
使

ト
ン
当
た
り
の
ギ

用

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

し
た
発
熱
量
二
十

七
・
八
に
、
当
該

輸
入
無
煙
炭
の
一

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当

た
り
の
発
熱
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（
〇

・
〇
二
五
九
に
十

二
分
の
四
十
四
を

66



乗
じ
て
得
た
数
）

を
乗
じ
て
得
た
数

ト

石
炭
コ

ト
ン

石
炭
コ
ー
ク
ス
の

ー
ク
ス
の

一
ト
ン
当
た
り
の

使
用

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で

表
し
た
発
熱
量
二

十
九
・
〇
に
、
当

該
石
炭
コ
ー
ク
ス

の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

ル
当
た
り
の
発
熱

に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量

67



（
〇
・
〇
二
九
九

に
十
二
分
の
四
十

四
を
乗
じ
て
得
た

数
）
を
乗
じ
て
得

た
数

チ

石
油
コ

ト
ン

石
油
コ
ー
ク
ス
又

ー
ク
ス
又

は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
コ
ー
ク

は
Ｆ
Ｃ
Ｃ

の
一
ト
ン
当
た
り

コ
ー
ク
（

の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

流
動
接
触

で
表
し
た
発
熱
量

分
解
で
使

三
十
四
・
一
に
、

用
さ
れ
た

当
該
石
油
コ
ー
ク

触
媒
に
析

ス
又
は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
コ

68



出
す
る
炭

ー
ク
の
一
ギ
ガ
ジ

素
を
い
う

ュ
ー
ル
当
た
り
の

。
第
四
欄

発
熱
に
伴
い
排
出

に
お
い
て

さ
れ
る
ト
ン
で
表

同
じ
。
）

し
た
二
酸
化
炭
素

の
使
用

の
量
（
〇
・
〇
二

四
五
に
十
二
分
の

四
十
四
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ

て
得
た
数

リ

コ
ー
ル

ト
ン

コ
ー
ル
タ
ー
ル
の

タ
ー
ル
の

一
ト
ン
当
た
り
の

使
用

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で

69



表
し
た
発
熱
量
三

十
七
・
三
に
、
当

該
コ
ー
ル
タ
ー
ル

の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

ル
当
た
り
の
発
熱

に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量

（
〇
・
〇
二
〇
九

に
十
二
分
の
四
十

四
を
乗
じ
て
得
た

数
）
を
乗
じ
て
得

た
数

70



ヌ

石
油
ア

ト
ン

石
油
ア
ス
フ
ァ
ル

ス
フ
ァ
ル

ト
の
一
ト
ン
当
た

ト
の
使
用

り
の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

ル
で
表
し
た
発
熱

量
四
十
・
〇
に
、

当
該
石
油
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
の
一
ギ
ガ

ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

の
発
熱
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・
〇

二
〇
四
に
十
二
分

71



の
四
十
四
を
乗
じ

て
得
た
数
）
を
乗

じ
て
得
た
数

ル

コ
ン
デ

キ
ロ

コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト

ン
セ
ー
ト

リ
ッ

（
Ｎ
Ｇ
Ｌ
）
の
一

（
Ｎ
Ｇ
Ｌ

ト
ル

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当

）
の
使
用

た
り
の
ギ
ガ
ジ
ュ

ー
ル
で
表
し
た
発

熱
量
三
十
四
・
八

に
、
当
該
コ
ン
デ

ン
セ
ー
ト
（
Ｎ
Ｇ

Ｌ
）
の
一
ギ
ガ
ジ

ュ
ー
ル
当
た
り
の

72



発
熱
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
（
〇
・
〇
一

八
三
に
十
二
分
の

四
十
四
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ

て
得
た
数

ヲ

原
油
（

キ
ロ

原
油
の
一
キ
ロ
リ

コ
ン
デ
ン

リ
ッ

ッ
ト
ル
当
た
り
の

セ
ー
ト
（

ト
ル

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で

Ｎ
Ｇ
Ｌ
）

表
し
た
発
熱
量
三

を
除
く
。

十
八
・
三
に
、
当

73



第
四
欄
に

該
原
油
の
一
ギ
ガ

お
い
て
同

ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

じ
。
）
の

の
発
熱
に
伴
い
排

使
用

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・
〇

一
九
〇
に
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ

て
得
た
数
）
を
乗

じ
て
得
た
数

ワ

揮
発
油

キ
ロ

揮
発
油
の
一
キ
ロ

の
使
用

リ
ッ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り

ト
ル

の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

74



で
表
し
た
発
熱
量

三
十
三
・
四
に
、

当
該
揮
発
油
の
一

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当

た
り
の
発
熱
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（
〇

・
〇
一
八
七
に
十

二
分
の
四
十
四
を

乗
じ
て
得
た
数
）

を
乗
じ
て
得
た
数

カ

ナ
フ
サ

キ
ロ

ナ
フ
サ
の
一
キ
ロ

75



の
使
用

リ
ッ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り

ト
ル

の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

で
表
し
た
発
熱
量

三
十
三
・
三
に
、

当
該
ナ
フ
サ
の
一

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当

た
り
の
発
熱
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（
〇

・
〇
一
八
六
に
十

二
分
の
四
十
四
を

乗
じ
て
得
た
数
）

76



を
乗
じ
て
得
た
数

ヨ

ジ
ェ
ッ

キ
ロ

ジ
ェ
ッ
ト
燃
料
油

ト
燃
料
油

リ
ッ

の
一
キ
ロ
リ
ッ
ト

の
使
用

ト
ル

ル
当
た
り
の
ギ
ガ

ジ
ュ
ー
ル
で
表
し

た
発
熱
量
三
十
六

・
三
に
、
当
該
ジ

ェ
ッ
ト
燃
料
油
の

一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

当
た
り
の
発
熱
に

伴
い
排
出
さ
れ
る

ト
ン
で
表
し
た
二

酸
化
炭
素
の
量
（

77



〇
・
〇
一
八
六
に

十
二
分
の
四
十
四

を
乗
じ
て
得
た
数

）
を
乗
じ
て
得
た

数

タ

灯
油
の

キ
ロ

灯
油
の
一
キ
ロ
リ

使
用

リ
ッ

ッ
ト
ル
当
た
り
の

ト
ル

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で

表
し
た
発
熱
量
三

十
六
・
五
に
、
当

該
灯
油
の
一
ギ
ガ

ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

の
発
熱
に
伴
い
排

78



出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・
〇

一
八
七
に
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ

て
得
た
数
）
を
乗

じ
て
得
た
数

レ

軽
油
の

キ
ロ

軽
油
の
一
キ
ロ
リ

使
用

リ
ッ

ッ
ト
ル
当
た
り
の

ト
ル

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で

表
し
た
発
熱
量
三

十
八
・
〇
に
、
当

該
軽
油
の
一
ギ
ガ

79



ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

の
発
熱
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・
〇

一
八
八
に
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ

て
得
た
数
）
を
乗

じ
て
得
た
数

ソ

Ａ
重
油

キ
ロ

Ａ
重
油
の
一
キ
ロ

の
使
用

リ
ッ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り

ト
ル

の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

で
表
し
た
発
熱
量

80



三
十
八
・
九
に
、

当
該
Ａ
重
油
の
一

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当

た
り
の
発
熱
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（
〇

・
〇
一
九
三
に
十

二
分
の
四
十
四
を

乗
じ
て
得
た
数
）

を
乗
じ
て
得
た
数

ツ

Ｂ
・
Ｃ

キ
ロ

Ｂ
・
Ｃ
重
油
の
一

重
油
の
使

リ
ッ

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当

81



用

ト
ル

た
り
の
ギ
ガ
ジ
ュ

ー
ル
で
表
し
た
発

熱
量
四
十
一
・
八

に
、
当
該
Ｂ
・
Ｃ

重
油
の
一
ギ
ガ
ジ

ュ
ー
ル
当
た
り
の

発
熱
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
（
〇
・
〇
二

〇
二
に
十
二
分
の

四
十
四
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ

82



て
得
た
数

ネ

潤
滑
油

キ
ロ

潤
滑
油
の
一
キ
ロ

の
使
用

リ
ッ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り

ト
ル

の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

で
表
し
た
発
熱
量

四
十
・
二
に
、
当

該
潤
滑
油
の
一
ギ

ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た

り
の
発
熱
に
伴
い

排
出
さ
れ
る
ト
ン

で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
（
〇
・

〇
一
九
九
に
十
二

83



分
の
四
十
四
を
乗

じ
て
得
た
数
）
を

乗
じ
て
得
た
数

ナ

液
化
石

ト
ン

液
化
石
油
ガ
ス
（

油
ガ
ス
（

Ｌ
Ｐ
Ｇ
）
の
一
ト

Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

ン
当
た
り
の
ギ
ガ

の
使
用

ジ
ュ
ー
ル
で
表
し

た
発
熱
量
五
十
・

一
に
、
当
該
液
化

石
油
ガ
ス
（
Ｌ
Ｐ

Ｇ
）
の
一
ギ
ガ
ジ

ュ
ー
ル
当
た
り
の

発
熱
に
伴
い
排
出

84



さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
（
〇
・
〇
一

六
三
に
十
二
分
の

四
十
四
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ

て
得
た
数

ラ

石
油
系

温
度

石
油
系
炭
化
水
素

炭
化
水
素

が
二

ガ
ス
の
標
準
環
境

ガ
ス
の
使

十
五

状
態
に
換
算
し
た

用

度
で

千
立
方
メ
ー
ト
ル

圧
力

当
た
り
の
ギ
ガ
ジ

が
一

ュ
ー
ル
で
表
し
た

85



バ
ー

発
熱
量
四
十
六
・

ル
の

一
に
、
当
該
石
油

状
態

系
炭
化
水
素
ガ
ス

（
以

の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

下
こ

ル
当
た
り
の
発
熱

の
条

に
伴
い
排
出
さ
れ

に
お

る
ト
ン
で
表
し
た

い
て

二
酸
化
炭
素
の
量

「
標

（
〇
・
〇
一
四
四

準
環

に
十
二
分
の
四
十

境
状

四
を
乗
じ
て
得
た

態
」

数
）
を
乗
じ
て
得

と
い

た
数

86



う
。

）
に

換
算

し
た

千
立

方
メ

ー
ト

ル

ン

液
化
天

ト
ン

液
化
天
然
ガ
ス
（

然
ガ
ス
（

Ｌ
Ｎ
Ｇ
）
の
一
ト

Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

ン
当
た
り
の
ギ
ガ

の
使
用

ジ
ュ
ー
ル
で
表
し

た
発
熱
量
五
十
四

87



・
七
に
、
当
該
液

化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ

Ｎ
Ｇ
）
の
一
ギ
ガ

ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

の
発
熱
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・
〇

一
三
九
に
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ

て
得
た
数
）
を
乗

じ
て
得
た
数

ウ

天
然
ガ

標
準

天
然
ガ
ス
の
標
準

88



ス
（
液
化

環
境

環
境
状
態
に
換
算

天
然
ガ
ス

状
態

し
た
千
立
方
メ
ー

（
Ｌ
Ｎ
Ｇ

に
換

ト
ル
当
た
り
の
ギ

）
を
除
く

算
し

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

。
第
四
欄

た
千

し
た
発
熱
量
三
十

に
お
い
て

立
方

八
・
四
に
、
当
該

同
じ
。
）

メ
ー

天
然
ガ
ス
の
一
ギ

の
使
用

ト
ル

ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た

り
の
発
熱
に
伴
い

排
出
さ
れ
る
ト
ン

で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
（
〇
・

〇
一
三
九
に
十
二

89



分
の
四
十
四
を
乗

じ
て
得
た
数
）
を

乗
じ
て
得
た
数

ヰ

コ
ー
ク

標
準

コ
ー
ク
ス
炉
ガ
ス

ス
炉
ガ
ス

環
境

の
標
準
環
境
状
態

の
使
用

状
態

に
換
算
し
た
千
立

に
換

方
メ
ー
ト
ル
当
た

算
し

り
の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

た
千

ル
で
表
し
た
発
熱

立
方

量
十
八
・
四
に
、

メ
ー

当
該
コ
ー
ク
ス
炉

ト
ル

ガ
ス
の
一
ギ
ガ
ジ

ュ
ー
ル
当
た
り
の

90



発
熱
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
（
〇
・
〇
一

〇
九
に
十
二
分
の

四
十
四
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ

て
得
た
数

ノ

高
炉
ガ

標
準

高
炉
ガ
ス
の
標
準

ス
（
オ
の

環
境

環
境
状
態
に
換
算

発
電
用
高

状
態

し
た
千
立
方
メ
ー

炉
ガ
ス
を

に
換

ト
ル
当
た
り
の
ギ

除
く
。
第

算
し

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

91



四
欄
に
お

た
千

し
た
発
熱
量
三
・

い
て
同
じ

立
方

二
三
に
、
当
該
高

。
）
の
使

メ
ー

炉
ガ
ス
の
一
ギ
ガ

用

ト
ル

ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

の
発
熱
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・
〇

二
六
四
に
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ

て
得
た
数
）
を
乗

じ
て
得
た
数

オ

発
電
用

標
準

発
電
用
高
炉
ガ
ス

92



高
炉
ガ
ス

環
境

の
標
準
環
境
状
態

の
使
用

状
態

に
換
算
し
た
千
立

に
換

方
メ
ー
ト
ル
当
た

算
し

り
の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

た
千

ル
で
表
し
た
発
熱

立
方

量
三
・
四
五
に
、

メ
ー

当
該
発
電
用
高
炉

ト
ル

ガ
ス
の
一
ギ
ガ
ジ

ュ
ー
ル
当
た
り
の

発
熱
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
（
〇
・
〇
二

93



六
四
に
十
二
分
の

四
十
四
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ

て
得
た
数

ク

転
炉
ガ

標
準

転
炉
ガ
ス
の
標
準

ス
の
使
用

環
境

環
境
状
態
に
換
算

状
態

し
た
千
立
方
メ
ー

に
換

ト
ル
当
た
り
の
ギ

算
し

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

た
千

し
た
発
熱
量
七
・

立
方

五
三
に
、
当
該
転

メ
ー

炉
ガ
ス
の
一
ギ
ガ

ト
ル

ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

94



の
発
熱
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・
〇

四
二
〇
に
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ

て
得
た
数
）
を
乗

じ
て
得
た
数

ヤ

都
市
ガ

標
準

都
市
ガ
ス
の
標
準

ス
（
ガ
ス

環
境

環
境
状
態
に
換
算

事
業
者
（

状
態

し
た
千
立
方
メ
ー

ガ
ス
事
業

に
換

ト
ル
当
た
り
の
ギ

法
（
昭
和

算
し

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

95



二
十
九
年

た
千

し
た
発
熱
量
（
当

法
律
第
五

立
方

該
都
市
ガ
ス
ご
と

十
一
号
）

メ
ー

の
発
熱
量
を
い
う

第
二
条
第

ト
ル

。
）
に
、
当
該
都

三
項
に
規

市
ガ
ス
の
一
ギ
ガ

定
す
る
ガ

ジ
ュ
ー
ル
当
た
り

ス
小
売
事

の
発
熱
に
伴
い
排

業
者
及
び

出
さ
れ
る
ト
ン
で

同
条
第
六

表
し
た
二
酸
化
炭

項
に
規
定

素
の
量
（
〇
・
〇

す
る
一
般

一
四
〇
に
十
二
分

ガ
ス
導
管

の
四
十
四
を
乗
じ

事
業
者
を

て
得
た
数
）
を
乗

96



い
う
。
）

じ
て
得
た
数

が
供
給
し

た
都
市
ガ

ス
を
い
う

。
第
四
欄

に
お
い
て

同
じ
。
）

の
使
用

マ

一
の
項

ト
ン

当
該
燃
料
の
一
ト

の
第
二
欄

ン
当
た
り
の
ギ
ガ

イ
か
ら
ヤ

ジ
ュ
ー
ル
で
表
し

ま
で
に
掲

た
発
熱
量
二
十
九

げ
る
も
の

・
〇
に
、
当
該
燃

97



の
ほ
か
、

料
の
一
ギ
ガ
ジ
ュ

炭
素
を
含

ー
ル
当
た
り
の
発

む
固
体
燃

熱
に
伴
い
排
出
さ

料
（
非
化

れ
る
ト
ン
で
表
し

石
燃
料
（

た
二
酸
化
炭
素
の

エ
ネ
ル
ギ

量
（
〇
・
〇
二
九

ー
の
使
用

九
に
十
二
分
の
四

の
合
理
化

十
四
を
乗
じ
て
得

及
び
非
化

た
数
）
を
乗
じ
て

石
エ
ネ
ル

得
た
数

ギ
ー
へ
の

転
換
等
に

関
す
る
法

98



律
（
昭
和

五
十
四
年

法
律
第
四

十
九
号
）

第
二
条
第

三
項
に
規

定
す
る
非

化
石
燃
料

を
い
う
。

ケ
及
び
フ

に
お
い
て

同
じ
。
）

を
除
く
。
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）
の
使
用

ケ

一
の
項

ト
ン

次
の
う
ち
い
ず
れ

の
第
二
欄

又
は

か
大
き
い
数

イ
か
ら
ヤ

キ
ロ

⑴

当
該
燃
料
の

ま
で
に
掲

リ
ッ

一
ト
ン
当
た
り

げ
る
も
の

ト
ル

の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

の
ほ
か
、

ル
で
表
し
た
発

炭
素
を
含

熱
量
五
十
・
一

む
液
体
燃

に
、
当
該
燃
料

料
（
非
化

の
一
ギ
ガ
ジ
ュ

石
燃
料
を

ー
ル
当
た
り
の

除
く
。
）

発
熱
に
伴
い
排

の
使
用

出
さ
れ
る
ト
ン

100



で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
（

〇
・
〇
一
六
三

に
十
二
分
の
十

四
を
乗
じ
て
得

た
数
）
を
乗
じ

て
得
た
数

⑵

当
該
燃
料
の

一
キ
ロ
リ
ッ
ト

ル
当
た
り
の
ギ

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で

表
し
た
発
熱
量

四
一
・
八
に
、

101



当
該
燃
料
の
一

ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

当
た
り
の
発
熱

に
伴
い
排
出
さ

れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
（
〇
・

〇
二
〇
二
に
十

二
分
の
四
十
四

を
乗
じ
て
得
た

数
）
を
乗
じ
て

得
た
数

フ

一
の
項

標
準

当
該
燃
料
の
標
準

102



の
第
二
欄

環
境

環
境
状
態
に
換
算

イ
か
ら
ヤ

状
態

し
た
千
立
方
メ
ー

ま
で
に
掲

に
換

ト
ル
当
た
り
の
ギ

げ
る
も
の

算
し

ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表

の
ほ
か
、

た
千

し
た
発
熱
量
四
十

炭
素
を
含

立
方

六
・
一
に
、
当
該

む
気
体
燃

メ
ー

燃
料
の
一
ギ
ガ
ジ

料
（
非
化

ト
ル

ュ
ー
ル
当
た
り
の

石
燃
料
を

発
熱
に
伴
い
排
出

除
く
。
）

さ
れ
る
ト
ン
で
表

の
使
用

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
（
〇
・
〇
一

四
四
に
十
二
分
の

103



四
十
四
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ

て
得
た
数

二

生
石

イ

生
石
灰

ト
ン

石
灰
石
の
一
ト
ン

灰
の
原

の
原
料
と

当
た
り
の
使
用
に

料
と
し

し
て
の
石

伴
い
排
出
さ
れ
る

て
の
鉱

灰
石
の
使

ト
ン
で
表
し
た
二

物
の
使

用

酸
化
炭
素
の
量
〇

用

・
四
二
八

ロ

生
石
灰

ト
ン

ド
ロ
マ
イ
ト
の
一

の
原
料
と

ト
ン
当
た
り
の
使

し
て
の
ド

用
に
伴
い
排
出
さ

ロ
マ
イ
ト

れ
る
ト
ン
で
表
し

104



の
使
用

た
二
酸
化
炭
素
の

量
〇
・
四
四
九

三

ソ
ー

イ

ソ
ー
ダ

ト
ン

石
灰
石
の
一
ト
ン

ダ
石
灰

石
灰
ガ
ラ

当
た
り
の
使
用
に

ガ
ラ
ス

ス
の
原
料

伴
い
排
出
さ
れ
る

の
原
料

と
し
て
の

ト
ン
で
表
し
た
二

と
し
て

石
灰
石
の

酸
化
炭
素
の
量
〇

の
鉱
物

使
用

・
四
四
〇

又
は
炭

ロ

ソ
ー
ダ

ト
ン

ド
ロ
マ
イ
ト
の
一

酸
塩
の

石
灰
ガ
ラ

ト
ン
当
た
り
の
使

使
用

ス
の
原
料

用
に
伴
い
排
出
さ

と
し
て
の

れ
る
ト
ン
で
表
し

ド
ロ
マ
イ

た
二
酸
化
炭
素
の

105



ト
の
使
用

量
〇
・
四
七
一

ハ

ソ
ー
ダ

ト
ン

ソ
ー
ダ
灰
の
一
ト

石
灰
ガ
ラ

ン
当
た
り
の
使
用

ス
の
原
料

に
伴
い
排
出
さ
れ

と
し
て
の

る
ト
ン
で
表
し
た

ソ
ー
ダ
灰

二
酸
化
炭
素
の
量

（
国
内
で

〇
・
四
一
三

生
産
さ
れ

た
も
の
に

限
る
。
）

の
使
用

ニ

ソ
ー
ダ

ト
ン

ソ
ー
ダ
灰
の
一
ト

石
灰
ガ
ラ

ン
当
た
り
の
使
用

106



ス
の
原
料

に
伴
い
排
出
さ
れ

と
し
て
の

る
ト
ン
で
表
し
た

ソ
ー
ダ
灰

二
酸
化
炭
素
の
量

（
海
外
か

〇
・
四
一
五

ら
輸
入
さ

れ
た
も
の

に
限
る
。

）
の
使
用

ホ

ソ
ー
ダ

ト
ン

炭
酸
バ
リ
ウ
ム
の

石
灰
ガ
ラ

一
ト
ン
当
た
り
の

ス
の
原
料

使
用
に
伴
い
排
出

と
し
て
の

さ
れ
る
ト
ン
で
表

炭
酸
バ
リ

し
た
二
酸
化
炭
素

107



ウ
ム
の
使

の
量
〇
・
二
二

用
ヘ

ソ
ー
ダ

ト
ン

炭
酸
カ
リ
ウ
ム
の

石
灰
ガ
ラ

一
ト
ン
当
た
り
の

ス
の
原
料

使
用
に
伴
い
排
出

と
し
て
の

さ
れ
る
ト
ン
で
表

炭
酸
カ
リ

し
た
二
酸
化
炭
素

ウ
ム
の
使

の
量
〇
・
三
二

用
ト

ソ
ー
ダ

ト
ン

炭
酸
ス
ト
ロ
ン
チ

石
灰
ガ
ラ

ウ
ム
の
一
ト
ン
当

ス
の
原
料

た
り
の
使
用
に
伴

と
し
て
の

い
排
出
さ
れ
る
ト

108



炭
酸
ス
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

ロ
ン
チ
ウ

化
炭
素
の
量
〇
・

ム
の
使
用

三
〇

チ

ソ
ー
ダ

ト
ン

炭
酸
リ
チ
ウ
ム
の

石
灰
ガ
ラ

一
ト
ン
当
た
り
の

ス
の
原
料

使
用
に
伴
い
排
出

と
し
て
の

さ
れ
る
ト
ン
で
表

炭
酸
リ
チ

し
た
二
酸
化
炭
素

ウ
ム
の
使

の
量
〇
・
六
〇

用

四

炭
酸

イ

石
灰
石

ト
ン

石
灰
石
の
一
ト
ン

塩
を
含

の
使
用

当
た
り
の
使
用
に

有
す
る

伴
い
排
出
さ
れ
る

109



鉱
物
の

ト
ン
で
表
し
た
二

使
用
（

酸
化
炭
素
の
量
〇

生
石
灰

・
四
四
〇

の
原
料

ロ

ド
ロ
マ

ト
ン

ド
ロ
マ
イ
ト
の
一

と
し
て

イ
ト
の
使

ト
ン
当
た
り
の
使

の
使
用

用

用
に
伴
い
排
出
さ

、
ソ
ー

れ
る
ト
ン
で
表
し

ダ
石
灰

た
二
酸
化
炭
素
の

ガ
ラ
ス

量
〇
・
四
七
一

の
原
料

と
し
て

の
使
用

、
鉄
鋼

110



の
製
造

に
お
け

る
使
用

及
び
耕

地
に
お

け
る
肥

料
と
し

て
の
使

用
を
除

く
。
）

五

炭
酸

イ

ソ
ー
ダ

ト
ン

ソ
ー
ダ
灰
の
一
ト

塩
の
使

灰
（
国
内

ン
当
た
り
の
使
用

用
（
ソ

で
生
産
さ

に
伴
い
排
出
さ
れ

111



ー
ダ
石

れ
た
も
の

る
ト
ン
で
表
し
た

灰
ガ
ラ

に
限
る
。

二
酸
化
炭
素
の
量

ス
の
原

）
の
使
用

〇
・
四
一
三

料
と
し

ロ

ソ
ー
ダ

ト
ン

ソ
ー
ダ
灰
の
一
ト

て
の
使

灰
（
海
外

ン
当
た
り
の
使
用

用
及
び

か
ら
輸
入

に
伴
い
排
出
さ
れ

耕
地
に

さ
れ
た
も

る
ト
ン
で
表
し
た

お
け
る

の
に
限
る

二
酸
化
炭
素
の
量

肥
料
と

。
）
の
使

〇
・
四
一
五

し
て
の

用

使
用
を

除
く
。

）

112



六

ア
ン

イ

ア
ン
モ

ト
ン

石
炭
の
一
ト
ン
当

モ
ニ
ア

ニ
ア
の
原

た
り
の
使
用
に
伴

の
製
造

料
と
し
て

い
排
出
さ
れ
る
ト

に
お
け

の
石
炭
の

ン
で
表
し
た
二
酸

る
原
料

使
用

化
炭
素
の
量
二
・

の
使
用

三
三

ロ

ア
ン
モ

ト
ン

石
油
コ
ー
ク
ス
の

ニ
ア
の
原

一
ト
ン
当
た
り
の

料
と
し
て

使
用
に
伴
い
排
出

の
石
油
コ

さ
れ
る
ト
ン
で
表

ー
ク
ス
の

し
た
二
酸
化
炭
素

使
用

の
量
三
・
〇
六

ハ

ア
ン
モ

キ
ロ

ナ
フ
サ
の
一
キ
ロ

113



ニ
ア
の
原

リ
ッ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り

料
と
し
て

ト
ル

の
使
用
に
伴
い
排

の
ナ
フ
サ

出
さ
れ
る
ト
ン
で

の
使
用

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
二
・
二
七

ニ

ア
ン
モ

ト
ン

液
化
天
然
ガ
ス
（

ニ
ア
の
原

Ｌ
Ｎ
Ｇ
）
の
一
ト

料
と
し
て

ン
当
た
り
の
使
用

の
液
化
天

に
伴
い
排
出
さ
れ

然
ガ
ス
（

る
ト
ン
で
表
し
た

Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

二
酸
化
炭
素
の
量

の
使
用

二
・
七
九

ホ

ア
ン
モ

標
準

天
然
ガ
ス
（
液
化

114



ニ
ア
の
原

環
境

天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ

料
と
し
て

状
態

Ｇ
）
を
除
く
。
）

の
天
然
ガ

に
換

の
標
準
環
境
状
態

ス
（
液
化

算
し

に
換
算
し
た
千
立

天
然
ガ
ス

た
千

方
メ
ー
ト
ル
当
た

（
Ｌ
Ｎ
Ｇ

立
方

り
の
使
用
に
伴
い

）
を
除
く

メ
ー

排
出
さ
れ
る
ト
ン

。
）
の
使

ト
ル

で
表
し
た
二
酸
化

用

炭
素
の
量
一
・
九

六

七

炭
化

イ

炭
化
け

ト
ン

石
油
コ
ー
ク
ス
の

け
い
素

い
素
の
原

一
ト
ン
当
た
り
の

の
原
料

料
と
し
て

使
用
に
伴
い
排
出

115



と
し
て

の
石
油
コ

さ
れ
る
ト
ン
で
表

の
石
油

ー
ク
ス
の

し
た
二
酸
化
炭
素

コ
ー
ク

使
用

の
量
二
・
三

ス
の
使

用
八

ソ
ー

イ

ソ
ー
ダ

ト
ン

ソ
ー
ダ
灰
の
製
造

ダ
灰
の

灰
の
製
造

に
伴
い
排
出
さ
れ

製
造
に

に
お
け
る

た
二
酸
化
炭
素
の

お
け
る

二
酸
化
炭

量
の
一
ト
ン
当
た

二
酸
化

素
の
使
用

り
の
ト
ン
で
表
し

炭
素
の

た
二
酸
化
炭
素
の

使
用

量
一
・
〇

九

カ
ー

イ

カ
ー
バ

ト
ン

カ
ー
バ
イ
ド
法
ア

116



バ
イ
ド

イ
ド
法
ア

セ
チ
レ
ン
の
一
ト

法
ア
セ

セ
チ
レ
ン

ン
当
た
り
の
使
用

チ
レ
ン

の
使
用

に
伴
い
排
出
さ
れ

の
使
用

る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量

三
・
三
八

十

製
鋼

イ

製
鋼
の

ト
ン

製
鋼
の
用
に
供
す

の
用
に

用
に
供
す

る
電
気
炉
に
お
け

供
す
る

る
電
気
炉

る
炭
素
電
極
の
一

電
気
炉

に
お
け
る

ト
ン
当
た
り
の
使

に
お
け

炭
素
電
極

用
に
伴
い
排
出
さ

る
炭
素

の
使
用

れ
る
ト
ン
で
表
し

電
極
の

た
二
酸
化
炭
素
の

117



使
用

量
十
二
分
の
四
十

四

十
一

鉄

イ

石
灰
石

ト
ン

石
灰
石
の
一
ト
ン

鋼
の
製

の
使
用

当
た
り
の
使
用
に

造
に
お

伴
い
排
出
さ
れ
る

け
る
鉱

ト
ン
で
表
し
た
二

物
の
使

酸
化
炭
素
の
量
〇

用

・
四
四
〇

ロ

ド
ロ
マ

ト
ン

ド
ロ
マ
イ
ト
の
一

イ
ト
の
使

ト
ン
当
た
り
の
使

用

用
に
伴
い
排
出
さ

れ
る
ト
ン
で
表
し

た
二
酸
化
炭
素
の

118



量
〇
・
四
七
一

十
二

潤

イ

潤
滑
油

キ
ロ

潤
滑
油
の
一
キ
ロ

滑
油
等

の
使
用

リ
ッ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り

の
使
用

ト
ル

の
使
用
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
五
八

七

ロ

グ
リ
ー

ト
ン

グ
リ
ー
ス
の
一
ト

ス
の
使
用

ン
当
た
り
の
使
用

に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量

119



〇
・
一
五
〇

ハ

パ
ラ
フ

ト
ン

パ
ラ
フ
ィ
ン
ろ
う

ィ
ン
ろ
う

の
一
ト
ン
当
た
り

の
使
用

の
使
用
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
五
九

八

十
三

ド

イ

ド
ラ
イ

ト
ン

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

ラ
イ
ア

ア
イ
ス
の

製
造
の
た
め
に
使

イ
ス
の

製
造
に
お

用
さ
れ
た
二
酸
化

製
造
に

け
る
二
酸

炭
素
の
量
か
ら
、

お
け
る

化
炭
素
の

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
と

120



二
酸
化

使
用

し
て
出
荷
さ
れ
た

炭
素
の

二
酸
化
炭
素
の
量

使
用

を
控
除
し
て
得
ら

れ
る
量
の
一
ト
ン

当
た
り
の
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
一
・
〇

十
四

ド

イ

ド
ラ
イ

ト
ン

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
と

ラ
イ
ア

ア
イ
ス
の

し
て
使
用
し
た
二

イ
ス
の

使
用

酸
化
炭
素
の
量
の

使
用

一
ト
ン
当
た
り
の

ト
ン
で
表
し
た
二

酸
化
炭
素
の
量
一

121



・
〇

十
五

ボ

イ

ボ
ン
ベ

ト
ン

ボ
ン
ベ
へ
の
封
入

ン
ベ
へ

へ
の
封
入

の
た
め
に
使
用
さ

の
封
入

に
お
け
る

れ
た
炭
酸
ガ
ス
の

に
お
け

二
酸
化
炭

量
か
ら
、
当
該
ボ

る
二
酸

素
の
使
用

ン
ベ
に
封
入
さ
れ

化
炭
素

た
炭
酸
ガ
ス
の
量

の
使
用

を
控
除
し
て
得
ら

れ
る
量
の
一
ト
ン

当
た
り
の
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
一
・
〇

十
六

炭

イ

炭
酸
ガ

ト
ン

炭
酸
ガ
ス
の
使
用

122



酸
ガ
ス

ス
の
使
用

に
伴
い
排
出
さ
れ

の
使
用

た
二
酸
化
炭
素
の

（
ド
ラ

量
の
一
ト
ン
当
た

イ
ア
イ

り
の
ト
ン
で
表
し

ス
の
製

た
二
酸
化
炭
素
の

造
の
た

量
一
・
〇

め
の
使

用
及
び

ボ
ン
ベ

へ
の
封

入
の
た

め
の
使

用
を
除
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く
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

十
七

耕

イ

ド
ロ
マ

ト
ン

ド
ロ
マ
イ
ト
の
一

地
に
お

イ
ト
の
使

ト
ン
当
た
り
の
使

け
る
肥

用

用
に
伴
い
排
出
さ

料
と
し

れ
る
ト
ン
で
表
し

て
の
鉱

た
二
酸
化
炭
素
の

物
、
炭

量
〇
・
四
八

酸
塩
及

ロ

炭
酸
カ

ト
ン

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

び
尿
素

ル
シ
ウ
ム

の
一
ト
ン
当
た
り

124



の
使
用

の
使
用

の
使
用
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
四
四

ハ

尿
素
の

ト
ン

尿
素
の
一
ト
ン
当

使
用

た
り
の
使
用
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
〇
・

七
三

２

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
製
品
、
原
油
等
及
び
蒸
気
の
生
産
及
び
輸
送
は
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、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
号
ロ
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
係
数
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
で
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

石
炭

イ

石
炭
坑

ト
ン

石
炭
の
一
ト
ン
当

の
採
掘

で
の
石
炭

た
り
の
生
産
に
伴

（
採
掘

の
採
掘

い
採
掘
の
際
に
排

後
の
工

出
さ
れ
る
ト
ン
で

程
を
含

表
し
た
二
酸
化
炭

む
。
）

素
の
量
〇
・
〇
〇

〇
〇
三
七

ロ

石
炭
坑

ト
ン

石
炭
の
一
ト
ン
当
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で
の
石
炭

た
り
の
生
産
に
伴

の
採
掘
後

い
採
掘
後
の
工
程

の
工
程

に
お
い
て
排
出
さ

れ
る
ト
ン
で
表
し

た
二
酸
化
炭
素
の

量
〇
・
〇
〇
〇
〇

四
〇

ハ

露
天
掘

ト
ン

石
炭
の
一
ト
ン
当

に
よ
る
石

た
り
の
生
産
に
伴

炭
の
採
掘

い
採
掘
の
際
に
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
〇
〇

127



〇
〇
一
九

ニ

露
天
掘

ト
ン

石
炭
の
一
ト
ン
当

に
よ
る
石

た
り
の
生
産
に
伴

炭
の
採
掘

い
採
掘
後
の
工
程

後
の
工
程

に
お
い
て
排
出
さ

れ
る
ト
ン
で
表
し

た
二
酸
化
炭
素
の

量
〇
・
〇
〇
〇
〇

〇
一
六

二

原
油

イ

生
産
に

キ
ロ

原
油
の
一
キ
ロ
リ

の
生
産

係
る
坑
井

リ
ッ

ッ
ト
ル
当
た
り
の

（
生
産

に
お
け
る

ト
ル

生
産
に
伴
い
生
産

に
付
随

原
油
の
生

に
係
る
坑
井
に
お
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し
て
発

産

け
る
通
気
弁
か
ら

生
す
る

排
出
さ
れ
る
ト
ン

ガ
ス
の

で
表
し
た
二
酸
化

焼
却
を

炭
素
の
量
〇
・
〇

含
む
。

〇
〇
〇
九
五

）

ロ

生
産
に

キ
ロ

原
油
の
一
キ
ロ
リ

係
る
坑
井

リ
ッ

ッ
ト
ル
当
た
り
の

に
お
け
る

ト
ル

生
産
に
伴
い
生
産

陸
上
に
設

に
係
る
坑
井
に
お

置
さ
れ
た

け
る
陸
上
に
設
置

施
設
を
用

さ
れ
た
施
設
か
ら

い
て
行
う

排
出
さ
れ
る
ト
ン

原
油
の
生

で
表
し
た
二
酸
化
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産

炭
素
の
量
〇
・
〇

〇
〇
一
三

ハ

生
産
に

キ
ロ

原
油
の
一
キ
ロ
リ

係
る
坑
井

リ
ッ

ッ
ト
ル
当
た
り
の

に
お
け
る

ト
ル

生
産
に
伴
い
生
産

海
上
に
設

に
係
る
坑
井
に
お

置
さ
れ
た

け
る
海
上
に
設
置

施
設
を
用

さ
れ
た
施
設
か
ら

い
て
行
う

排
出
さ
れ
る
ト
ン

原
油
の
生

で
表
し
た
二
酸
化

産

炭
素
の
量
〇
・
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
四

三
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ニ

原
油
の

キ
ロ

原
油
の
一
キ
ロ
リ

生
産
に
付

リ
ッ

ッ
ト
ル
当
た
り
の

随
し
て
発

ト
ル

生
産
に
付
随
し
て

生
す
る
ガ

発
生
す
る
ガ
ス
の

ス
の
焼
却

焼
却
に
お
い
て
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
〇
四

一

三

天
然

イ

生
産
に

標
準

天
然
ガ
ス
の
標
準

ガ
ス
の

係
る
坑
井

環
境

環
境
状
態
に
換
算

生
産
（

に
お
け
る

状
態

し
た
一
立
方
メ
ー

生
産
に

天
然
ガ
ス

に
換

ト
ル
当
た
り
の
生

131



付
随
し

の
生
産

算
し

産
に
伴
い
生
産
に

て
発
生

た
一

係
る
坑
井
に
お
け

す
る
ガ

立
方

る
通
気
弁
か
ら
排

ス
の
焼

メ
ー

出
さ
れ
る
ト
ン
で

却
を
含

ト
ル

表
し
た
二
酸
化
炭

む
。
）

素
の
量
〇
・
〇
〇

〇
一
三

ロ

生
産
に

標
準

天
然
ガ
ス
の
標
準

係
る
坑
井

環
境

環
境
状
態
に
換
算

に
お
け
る

状
態

し
た
一
立
方
メ
ー

陸
上
に
設

に
換

ト
ル
当
た
り
の
生

置
さ
れ
た

算
し

産
に
伴
い
生
産
に

施
設
を
用

た
一

係
る
坑
井
に
お
け
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い
て
行
う

立
方

る
陸
上
に
設
置
さ

天
然
ガ
ス

メ
ー

れ
た
施
設
か
ら
排

の
生
産

ト
ル

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
八
二

ハ

生
産
に

標
準

天
然
ガ
ス
の
標
準

係
る
坑
井

環
境

環
境
状
態
に
換
算

に
お
け
る

状
態

し
た
一
立
方
メ
ー

海
上
に
設

に
換

ト
ル
当
た
り
の
生

置
さ
れ
た

算
し

産
に
伴
い
生
産
に

施
設
を
用

た
一

係
る
坑
井
に
お
け

い
て
行
う

立
方

る
海
上
に
設
置
さ
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天
然
ガ
ス

メ
ー

れ
た
施
設
か
ら
排

の
生
産

ト
ル

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
一
四

ニ

生
産
に

標
準

天
然
ガ
ス
の
標
準

伴
う
処
理

環
境

環
境
状
態
に
換
算

に
係
る
施

状
態

し
た
一
立
方
メ
ー

設
を
用
い

に
換

ト
ル
当
た
り
の
生

て
行
う
天

算
し

産
に
伴
い
処
理
に

然
ガ
ス
の

た
一

係
る
施
設
か
ら
排

生
産

立
方

出
さ
れ
る
ト
ン
で

メ
ー

表
し
た
二
酸
化
炭
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ト
ル

素
の
量
〇
・
〇
〇

〇
〇
〇
〇
二
四

ホ

天
然
ガ

標
準

天
然
ガ
ス
の
標
準

ス
の
採
取

環
境

環
境
状
態
に
換
算

に
付
随
し

状
態

し
た
一
立
方
メ
ー

て
発
生
す

に
換

ト
ル
当
た
り
の
採

る
ガ
ス
の

算
し

取
に
付
随
し
て
発

焼
却

た
一

生
す
る
ガ
ス
の
焼

立
方

却
に
伴
い
排
出
さ

メ
ー

れ
る
ト
ン
で
表
し

ト
ル

た
二
酸
化
炭
素
の

量
〇
・
〇
〇
〇
〇

〇
一
二
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ヘ

天
然
ガ

標
準

天
然
ガ
ス
の
標
準

ス
の
処
理

環
境

環
境
状
態
に
換
算

に
付
随
し

状
態

し
た
一
立
方
メ
ー

て
発
生
す

に
換

ト
ル
あ
た
り
の
処

る
ガ
ス
の

算
し

理
に
付
随
し
て
発

焼
却

た
一

生
す
る
ガ
ス
の
焼

立
方

却
に
伴
い
排
出
さ

メ
ー

れ
る
ト
ン
で
表
し

ト
ル

た
二
酸
化
炭
素
の

量
〇
・
〇
〇
〇
〇

〇
一
八

四

原
油

イ

パ
イ
プ

キ
ロ

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に

の
輸
送

ラ
イ
ン
に

リ
ッ

よ
る
原
油
の
輸
送
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よ
る
原
油

ト
ル

に
お
い
て
当
該
原

の
輸
送

油
の
一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
当
た
り
の
輸

送
に
伴
い
排
出
さ

れ
る
ト
ン
で
表
し

た
二
酸
化
炭
素
の

量
〇
・
〇
〇
〇
〇

〇
〇
四
九

ロ

パ
イ
プ

キ
ロ

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
以

ラ
イ
ン
以

リ
ッ

外
の
手
段
に
よ
る

外
の
手
段

ト
ル

原
油
の
輸
送
に
お

に
よ
る
原

い
て
当
該
原
油
の

油
の
輸
送

一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
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当
た
り
の
輸
送
に

伴
い
排
出
さ
れ
る

ト
ン
で
表
し
た
二

酸
化
炭
素
の
量
〇

・
〇
〇
〇
〇
〇
二

三

ハ

コ
ン
デ

キ
ロ

コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト

ン
セ
ー
ト

リ
ッ

（
Ｎ
Ｇ
Ｌ
）
の
輸

（
Ｎ
Ｇ
Ｌ

ト
ル

送
に
お
い
て
当
該

）
の
輸
送

コ
ン
デ
ン
セ
ー
ト

（
Ｎ
Ｇ
Ｌ
）
の
一

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当

た
り
の
輸
送
に
伴
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い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
〇
・

〇
〇
〇
〇
〇
七
二

五

地
熱

イ

地
熱
発

ト
ン

地
熱
発
電
施
設
に

発
電
施

電
施
設
に

お
け
る
蒸
気
の
一

設
に
お

お
け
る
蒸

ト
ン
当
た
り
の
生

け
る
蒸

気
の
生
産

産
に
伴
い
排
出
さ

気
の
生

れ
る
ト
ン
で
表
し

産

た
二
酸
化
炭
素
の

量
〇
・
〇
〇
八
七

六

セ
メ

イ

セ
メ
ン

ト
ン

セ
メ
ン
ト
ク
リ
ン

ン
ト
ク

ト
ク
リ
ン

カ
ー
の
一
ト
ン
当
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リ
ン
カ

カ
ー
の
製

た
り
の
製
造
に
伴

ー
の
製

造

い
排
出
さ
れ
る
ト

造

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
〇
・

五
一
五

七

炭
化

イ

炭
化
カ

ト
ン

炭
化
カ
ル
シ
ウ
ム

カ
ル
シ

ル
シ
ウ
ム

の
一
ト
ン
当
た
り

ウ
ム
の

の
製
造

の
製
造
（
生
石
灰

製
造

の
製
造
を
行
い
、

当
該
生
石
灰
を
原

料
と
す
る
炭
化
カ

ル
シ
ウ
ム
の
製
造

を
除
く
。
）
に
伴

140



い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
一
・

〇
九

ロ

生
石
灰

ト
ン

生
石
灰
の
製
造
を

の
製
造
を

行
い
、
当
該
生
石

行
い
、
当

灰
を
原
料
と
す
る

該
生
石
灰

炭
化
カ
ル
シ
ウ
ム

を
原
料
と

の
一
ト
ン
当
た
り

す
る
炭
化

の
製
造
に
伴
い
排

カ
ル
シ
ウ

出
さ
れ
る
ト
ン
で

ム
の
製
造

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
一
・
八
五
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八

二
酸

イ

二
酸
化

ト
ン

二
酸
化
チ
タ
ン
を

化
チ
タ

チ
タ
ン
を

ル
チ
ル
か
ら
分
離

ン
の
製

ル
チ
ル
か

す
る
方
法
に
よ
る

造

ら
分
離
す

二
酸
化
チ
タ
ン
の

る
方
法
に

製
造
に
お
い
て
当

よ
る
二
酸

該
二
酸
化
チ
タ
ン

化
チ
タ
ン

の
一
ト
ン
当
た
り

の
製
造

の
製
造
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
一
・
四
三

ロ

塩
化
チ

ト
ン

塩
化
チ
タ
ン
と
酸

タ
ン
と
酸

素
を
化
学
反
応
さ
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素
を
化
学

せ
る
方
法
に
よ
る

反
応
さ
せ

二
酸
化
チ
タ
ン
の

る
方
法
に

製
造
に
お
い
て
当

よ
る
二
酸

該
二
酸
化
チ
タ
ン

化
チ
タ
ン

の
一
ト
ン
当
た
り

の
製
造

の
製
造
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
一
・
三
四

九

エ
チ

イ

エ
チ
レ

ト
ン

エ
チ
レ
ン
の
一
ト

レ
ン
等

ン
（
ナ
フ

ン
当
た
り
の
製
造

の
製
造

サ
か
ら
製

に
伴
い
排
出
さ
れ

造
さ
れ
た

る
ト
ン
で
表
し
た
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も
の
に
限

二
酸
化
炭
素
の
量

る
。
第
四

一
・
五
六

欄
に
お
い

て
同
じ
。

）
の
製
造

ロ

エ
チ
レ

ト
ン

エ
チ
レ
ン
の
一
ト

ン
（
軽
油

ン
当
た
り
の
製
造

か
ら
製
造

に
伴
い
排
出
さ
れ

さ
れ
た
も

る
ト
ン
で
表
し
た

の
に
限
る

二
酸
化
炭
素
の
量

。
第
四
欄

二
・
〇
六

に
お
い
て

同
じ
。
）
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の
製
造

ハ

エ
チ
レ

ト
ン

エ
チ
レ
ン
の
一
ト

ン
（
エ
タ

ン
当
た
り
の
製
造

ン
か
ら
製

に
伴
い
排
出
さ
れ

造
さ
れ
た

る
ト
ン
で
表
し
た

も
の
に
限

二
酸
化
炭
素
の
量

る
。
第
四

〇
・
八
六

欄
に
お
い

て
同
じ
。

）
の
製
造

ニ

エ
チ
レ

ト
ン

エ
チ
レ
ン
の
一
ト

ン
（
プ
ロ

ン
当
た
り
の
製
造

パ
ン
か
ら

に
伴
い
排
出
さ
れ
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製
造
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た

た
も
の
に

二
酸
化
炭
素
の
量

限
る
。
第

〇
・
九
四

四
欄
に
お

い
て
同
じ

。
）
の
製

造
ホ

エ
チ
レ

ト
ン

エ
チ
レ
ン
の
一
ト

ン
（
ブ
タ

ン
当
た
り
の
製
造

ン
か
ら
製

に
伴
い
排
出
さ
れ

造
さ
れ
た

る
ト
ン
で
表
し
た

も
の
に
限

二
酸
化
炭
素
の
量

る
。
第
四

〇
・
九
六
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欄
に
お
い

て
同
じ
。

）
の
製
造

ヘ

エ
チ
レ

ト
ン

エ
チ
レ
ン
の
一
ト

ン
（
ナ
フ

ン
当
た
り
の
製
造

サ
、
軽
油

に
伴
い
排
出
さ
れ

、
エ
タ
ン

る
ト
ン
で
表
し
た

、
プ
ロ
パ

二
酸
化
炭
素
の
量

ン
及
び
ブ

一
・
五
六

タ
ン
か
ら

製
造
さ
れ

た
も
の
を

除
く
。
第
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四
欄
に
お

い
て
同
じ

。
）
の
製

造
ト

ク
ロ
ロ

ト
ン

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

エ
チ
レ
ン

の
一
ト
ン
当
た
り

の
製
造

の
製
造
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
〇
・
〇
六

五

チ

酸
化
エ

ト
ン

酸
化
エ
チ
レ
ン
の

チ
レ
ン
の

一
ト
ン
当
た
り
の
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製
造

製
造
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
〇
・
三
三

リ

ア
ク
リ

ト
ン

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ

ロ
ニ
ト
リ

ル
の
一
ト
ン
当
た

ル
の
製
造

り
の
製
造
に
伴
い

排
出
さ
れ
る
ト
ン

で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
〇
・
七

三

ヌ

カ
ー
ボ

ト
ン

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ

ン
ブ
ラ
ッ

ク
の
一
ト
ン
当
た
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ク
の
製
造

り
の
製
造
に
伴
い

排
出
さ
れ
る
ト
ン

で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
二
・
一

ル

無
水
フ

ト
ン

無
水
フ
タ
ル
酸
の

タ
ル
酸
の

一
ト
ン
当
た
り
の

製
造

製
造
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表

し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
〇
・
三
七

ヲ

無
水
マ

ト
ン

無
水
マ
レ
イ
ン
酸

レ
イ
ン
酸

の
一
ト
ン
当
た
り

の
製
造

の
製
造
に
伴
い
排
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出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
二
酸
化
炭

素
の
量
一
・
一

ワ

水
素
の

温
度

水
素
の
温
度
が
零

製
造

が
零

度
で
圧
力
が
一
気

度
で

圧
の
状
態
に
換
算

圧
力

し
た
一
立
方
メ
ー

が
一

ト
ル
当
た
り
の
製

気
圧

造
に
伴
う
排
出
さ

の
状

れ
る
ト
ン
で
表
し

態
に

た
二
酸
化
炭
素
の

換
算

量
〇
・
〇
〇
〇
八

し
た

五
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立
方

メ
ー

ト
ル

３

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑶
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
物
質
の
焼
却
及
び
燃
焼
は
、
次
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る

も
の
と
し
、
同
号
ロ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
第
四
欄
で
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

鉄
鋼

イ

高
炉
ガ

標
準

高
炉
ガ
ス
の
標
準

の
製
造

ス
の
燃
焼

環
境

環
境
状
態
に
換
算

に
お
い

状
態

し
た
千
立
方
メ
ー

て
生
じ

に
換

ト
ル
当
た
り
の
燃
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た
ガ
ス

算
し

焼
に
伴
い
排
出
さ

の
燃
焼

た
千

れ
る
ト
ン
で
表
し

立
方

た
二
酸
化
炭
素
の

メ
ー

量
〇
・
三
一
三

ト
ル

ロ

転
炉
ガ

標
準

転
炉
ガ
ス
の
標
準

ス
の
燃
焼

環
境

環
境
状
態
に
換
算

状
態

し
た
千
立
方
メ
ー

に
換

ト
ル
当
た
り
の
転

算
し

炉
ガ
ス
の
燃
焼
に

た
千

伴
い
排
出
さ
れ
る

立
方

ト
ン
で
表
し
た
二

メ
ー

酸
化
炭
素
の
量
一
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ト
ル

・
一
六

二

溶
剤

イ

溶
剤
の

ト
ン

溶
剤
の
一
ト
ン
当

の
焼
却

焼
却

た
り
の
焼
却
に
伴

い
排
出
さ
れ
る
ト

ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
二
・

三
五

三

廃
棄

イ

廃
油
（

ト
ン

廃
油
の
一
ト
ン
当

物
の
焼

植
物
性
の

た
り
の
焼
却
に
伴

却
（
熱

も
の
及
び

い
排
出
さ
れ
る
ト

回
収
（

動
物
性
の

ン
で
表
し
た
二
酸

廃
棄
物

も
の
並
び

化
炭
素
の
量
二
・

の
処
理

に
特
定
有

九
三
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及
び
清

害
産
業
廃

掃
に
関

棄
物
（
廃

す
る
法

棄
物
の
処

律
（
昭

理
及
び
清

和
四
十

掃
に
関
す

五
年
法

る
法
律
施

律
第
百

行
令
（
昭

三
十
七

和
四
十
六

号
。
ホ

年
政
令
第

に
お
い

三
百
号
）

て
「
廃

第
二
条
の

棄
物
処

四
第
五
号

理
法
」

に
規
定
す
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と
い
う

る
特
定
有

。
）
第

害
産
業
廃

九
条
の

棄
物
を
い

二
の
四

う
。
以
下

第
一
項

こ
の
項
に

に
規
定

お
い
て
同

す
る
熱

じ
。
）
で

回
収
を

あ
る
も
の

い
う
。

を
除
く
。

）
を
行

第
四
欄
に

う
も
の

お
い
て
同

は
除
く

じ
。
）
の

。
以
下

焼
却
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こ
の
項

ロ

廃
油
（

ト
ン

廃
油
の
一
ト
ン
当

に
お
い

特
定
有
害

た
り
の
焼
却
に
伴

て
同
じ

産
業
廃
棄

い
排
出
さ
れ
る
ト

。
）

物
で
あ
る

ン
で
表
し
た
二
酸

も
の
に
限

化
炭
素
の
量
一
・

る
。
第
四

〇
二

欄
に
お
い

て
同
じ
。

）
の
焼
却

ハ

合
成
繊

ト
ン

合
成
繊
維
の
一
ト

維
の
焼
却

ン
当
た
り
の
焼
却

に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た
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二
酸
化
炭
素
の
量

二
・
三
一

ニ

廃
タ
イ

ト
ン

廃
タ
イ
ヤ
の
一
ト

ヤ
の
焼
却

ン
当
た
り
の
焼
却

に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量

一
・
六
四

ホ

合
成
繊

ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

維
及
び
廃

類
の
一
ト
ン
当
た

タ
イ
ヤ
を

り
の
焼
却
に
伴
い

除
く
廃
プ

排
出
さ
れ
る
ト
ン

ラ
ス
チ
ッ

で
表
し
た
二
酸
化
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ク
類
以
外

炭
素
の
量
二
・
五

の
廃
プ
ラ

六

ス
チ
ッ
ク

類
（
廃
棄

物
処
理
法

第
二
条
第

四
項
に
規

定
す
る
産

業
廃
棄
物

（
第
四
欄

に
お
い
て

単
に
「
廃

プ
ラ
ス
チ
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ッ
ク
類
」

と
い
う
。

）
で
あ
る

も
の
に
限

る
。
）
の

焼
却

ヘ

ポ
リ
エ

ト
ン

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ

チ
レ
ン
テ

レ
フ
タ
レ
ー
ト
製

レ
フ
タ
レ

の
容
器
の
一
ト
ン

ー
ト
製
の

当
た
り
の
焼
却
に

容
器
の
焼

伴
い
排
出
さ
れ
る

却

ト
ン
で
表
し
た
二

酸
化
炭
素
の
量
二
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・
二
七

ト

廃
プ
ラ

ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ス
チ
ッ
ク

類
の
一
ト
ン
当
た

類
（
合
成

り
の
焼
却
に
伴
い

繊
維
、
廃

排
出
さ
れ
る
ト
ン

タ
イ
ヤ
、

で
表
し
た
二
酸
化

ホ
の
合
成

炭
素
の
量
二
・
七

繊
維
及
び

六

廃
タ
イ
ヤ

を
除
く
廃

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
以

外
の
廃
プ
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ラ
ス
チ
ッ

ク
類
及
び

ポ
リ
エ
チ

レ
ン
テ
レ

フ
タ
レ
ー

ト
製
の
容

器
を
除
く

。
第
四
欄

に
お
い
て

同
じ
。
）

の
焼
却

チ

紙
く
ず

ト
ン

紙
く
ず
の
一
ト
ン

の
焼
却

当
た
り
の
焼
却
に
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伴
い
排
出
さ
れ
る

ト
ン
で
表
し
た
二

酸
化
炭
素
の
量
〇

・
一
四
四

リ

紙
お
む

ト
ン

紙
お
む
つ
の
一
ト

つ
の
焼
却

ン
当
た
り
の
焼
却

に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量

一
・
二
二

４

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑷
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
原
油
等
の
試
掘
、
試
験
及
び
坑
井
又
は
坑
道
の

点
検
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
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そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
号
ロ
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
で
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一

原
油

イ

原
油
又

井
数

原
油
又
は
天
然
ガ

又
は
天

は
天
然
ガ

ス
の
生
産
に
係
る

然
ガ
ス

ス
の
坑
井

坑
井
の
一
井
当
た

の
坑
井

に
お
け
る

り
の
試
掘
に
伴
い

に
お
け

試
掘

排
出
さ
れ
る
ト
ン

る
試
掘

で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
〇
・
〇

〇
〇
〇
二
八

二

原
油

イ

原
油
又

井
数

原
油
又
は
天
然
ガ
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又
は
天

は
天
然
ガ

ス
の
生
産
に
係
る

然
ガ
ス

ス
の
坑
井

坑
井
の
一
井
当
た

の
坑
井

に
お
け
る

り
の
性
状
に
関
す

に
お
け

性
状
に
関

る
試
験
に
伴
い
排

る
性
状

す
る
試
験

出
さ
れ
る
ト
ン
で

に
関
す

表
し
た
二
酸
化
炭

る
試
験

素
の
量
五
・
七

三

原
油

イ

原
油
又

井
数

原
油
又
は
天
然
ガ

又
は
天

は
天
然
ガ

ス
の
生
産
に
係
る

然
ガ
ス

ス
の
生
産

坑
井
の
一
井
当
た

の
生
産

に
係
る
坑

り
の
点
検
に
伴
い

に
係
る

井
に
お
け

排
出
さ
れ
る
ト
ン

坑
井
に

る
点
検

で
表
し
た
二
酸
化
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お
け
る

炭
素
の
量
〇
・
〇

点
検

〇
〇
四
八

５

前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
令
第
一
条
第
一
項
第
一
項

ロ
の
二
酸
化
炭
素
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条

第
五
条
第
七
項
及
び
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

（
新
設
）

ま
で
の
規
定
は
、
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
二
酸
化

炭
素
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号

の
二
酸
化
炭
素
の
量
の
算
定
方
法
に
代
わ
る
二
酸
化
炭

素
の
量
の
算
定
方
法
）

第
八
条

事
業
者
は
、
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び

（
新
設
）
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ロ
並
び
に
第
二
号
の
二
酸
化
炭
素
の
量
を
次
の
各
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は

、
同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
に

掲
げ
る
方
法
に
代
え
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
方
法
を
用
い
て
、
同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に

第
二
号
の
二
酸
化
炭
素
の
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

実
測
す
る
方
法

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
量
、
使
用
量

そ
の
他
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
伴
う
事
業
活
動
の

規
模
に
関
す
る
数
値
と
当
該
事
業
活
動
に
伴
う
当
該

二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
と
の
関
係
を
示
す
数
式
と
し
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て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
用
い
て
算
定
す
る
方

法
三

二
酸
化
炭
素
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の

過
程
に
お
い
て
変
動
す
る
当
該
二
酸
化
炭
素
の
量
に

基
づ
き
算
定
す
る
方
法

（
令
第
一
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
二
酸
化
炭
素
の

排
出
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
の
二
酸
化
炭

素
の
排
出
量
の
算
定
方
法
）

第
九
条

事
業
者
は
、
令
第
一
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
、

二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
伴
う
活
動
の
規
模
を
示
す
指
標

の
数
値
（
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
数
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値
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該

算
定
の
基
礎
と
な
る
数
値
又
は
二
酸
化
炭
素
の
量
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
算
定
基
礎
値
」
と
い
う
。
）
が

計
測
又
は
算
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
方
法
に
よ
り
当
該
計
測
又
は
算
定
で
き
な
い
算
定

基
礎
値
の
推
計
値
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
推

計
値
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
、
当
該
推
計
値
を
用
い

て
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
は
、
届
出
年

度
の
七
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
推
計
値
の
算
定
方
法
を

経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
事
業
活
動
（
法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
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ロ
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
活
動
を
い

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
伴
う
二

酸
化
炭
素
（
活
動
量
（
実
施
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
特
定
事
業
活
動
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
活
動
の

規
模
を
示
す
指
標
の
数
値
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
燃
料
使
用
量
で
あ
る
特
定
事
業

活
動
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
の
排
出
量
の
算
定
に

お
け
る
算
定
基
礎
値
を
推
計
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

推
計
す
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
推
計
期

間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の

活
動
量
を
計
測
で
き
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
方
法
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イ

推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
が
一
日
未

満
の
場
合

当
該
期
間
が
属
す
る
日
及
び
当
該
日

の
前
後
一
日
ず
つ
（
推
計
期
間
を
除
く
。
）
に
お

け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の
算
定
基
礎
値
を
当
該

期
間
が
属
す
る
日
及
び
当
該
日
の
前
後
一
日
ず
つ

（
推
計
期
間
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
事

業
活
動
の
活
動
量
で
除
し
た
値
に
、
推
計
期
間
に

お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の
活
動
量
及
び
一
・

〇
七
五
を
乗
じ
る
方
法

ロ

推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
が
一
日
以

上
一
月
未
満
の
場
合

当
該
期
間
が
属
す
る
月
及

び
当
該
月
の
前
後
一
月
ず
つ
（
推
計
期
間
を
除
く

。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の
算
定
基
礎
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値
を
当
該
期
間
が
属
す
る
月
及
び
当
該
月
の
前
後

一
月
ず
つ
（
推
計
期
間
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当

該
特
定
事
業
活
動
の
活
動
量
で
除
し
た
値
に
、
推

計
期
間
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の
活
動
量

及
び
一
・
〇
七
五
を
乗
じ
る
方
法

ハ

推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
が
一
月
以

上
一
年
未
満
の
場
合

当
該
年
度
（
推
計
期
間
を

除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の
算
定

基
礎
値
を
当
該
年
度
（
推
計
期
間
を
除
く
。
）
に

お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の
活
動
量
で
除
し
た

値
に
、
推
計
期
間
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動

の
活
動
量
及
び
一
・
〇
七
五
を
乗
じ
る
方
法

ニ

推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
が
一
年
の
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場
合

前
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
に

伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
当
該
前
年
度
に
お

け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の
活
動
量
で
除
し
た
値

に
、
推
計
期
間
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
活
動
の

活
動
量
及
び
一
・
〇
七
五
を
乗
じ
る
方
法

二

特
定
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
（
活
動
量
が

燃
料
使
用
量
で
あ
る
特
定
事
業
活
動
に
伴
う
も
の
に

限
る
。
）
又
は
特
定
事
業
活
動
以
外
の
事
業
活
動
に

伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
に
お
け
る
算
定

基
礎
値
を
推
計
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
が
一
日
未
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満
の
場
合

当
該
期
間
が
属
す
る
日
及
び
当
該
日

の
前
後
一
日
ず
つ
（
推
計
期
間
を
除
く
。
）
に
お

け
る
当
該
事
業
活
動
の
算
定
基
礎
値
を
時
間
平
均

し
た
値
に
、
そ
の
平
均
値
に
対
す
る
標
準
偏
差
に

２
を
乗
じ
た
値
を
加
算
し
た
値
に
、
推
計
期
間
（

単
位
は
、
時
間
と
す
る
。
）
を
乗
じ
る
方
法

ロ

推
計
値
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
が
一
日
以

上
一
月
未
満
の
場
合

当
該
期
間
が
属
す
る
月
及

び
当
該
月
の
前
後
一
月
ず
つ
（
推
計
期
間
を
除
く

。
）
に
お
け
る
当
該
事
業
活
動
の
算
定
基
礎
値
を

日
平
均
し
た
値
に
、
そ
の
平
均
値
に
対
す
る
標
準

偏
差
に
２
を
乗
じ
た
値
を
加
算
し
た
値
に
、
推
計

期
間
（
単
位
は
、
日
と
す
る
。
）
を
乗
じ
る
方
法
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２

事
業
者
は
、
特
定
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
（

活
動
量
が
燃
料
使
用
量
で
あ
る
特
定
事
業
活
動
に
伴
う

も
の
に
限
る
。
）
の
排
出
量
又
は
特
定
事
業
活
動
以
外

の
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
に

お
け
る
算
定
基
礎
値
が
一
月
以
上
計
測
又
は
算
定
で
き

い
場
合
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
で
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量

を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
事
業
者
は
、
届
出
年
度
の
七
月
末
日
ま
で
に
、
当

該
算
定
方
法
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

算
定
基
礎
値
が
計
測
又
は
算
定
で
き
な
い
期
間
が

一
月
以
上
一
年
未
満
の
場
合

次
の
イ
又
は
ロ
の
い

175



ず
れ
か
大
き
い
値
を
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
と
す
る

方
法

イ

割
当
年
度
に
お
け
る
割
当
量
に
相
当
す
る
二
酸

化
炭
素
の
量
に
一
・
〇
七
五
を
乗
じ
る
方
法

ロ

次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
た
量

⑴

当
該
年
度
（
算
定
基
礎
値
が
計
測
又
は
算
定

で
き
な
い
期
間
を
除
く
。
）
に
お
け
る
二
酸
化

炭
素
の
排
出
量

⑵

当
該
年
度
（
算
定
基
礎
値
が
計
測
又
は
算
定

で
き
な
い
期
間
を
除
く
。
）
に
お
け
る
二
酸
化

炭
素
の
排
出
量
の
日
平
均
に
、
一
・
〇
七
五
及

び
当
該
算
定
基
礎
値
が
計
測
又
は
算
定
で
き
な

い
期
間
（
単
位
は
、
日
と
す
る
。
）
を
乗
じ
た
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量

二

算
定
基
礎
値
が
計
測
又
は
算
定
で
き
な
い
期
間
が

一
年
の
場
合

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
大
き
い

値
を
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
と
す
る
方
法

イ

割
当
年
度
に
お
け
る
割
当
量
に
相
当
す
る
二
酸

化
炭
素
の
量
に
一
・
〇
七
五
を
乗
じ
る
方
法

ロ

当
該
年
度
の
前
年
度
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量

に
、
一
・
〇
七
五
を
乗
じ
た
量

（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
）

第
十
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

（
新
設
）

、
毎
年
度
九
月
末
日
ま
で
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出

書
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災

177



害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
届
出

の
期
限
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
延
期
後
の
期
限
は
、
当
該
届
出
の
期
限
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。一

主
た
る
事
業
活
動
に
係
る
事
業
所
管
大
臣

二

工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地

三

連
絡
担
当
者
の
氏
名
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連

絡
先
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四

年
度
平
均
排
出
量
を
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
旨

五

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
事
業
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

確
認
を
受
け
る
登
録
確
認
機
関
の
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

六

密
接
関
係
者
と
共
同
し
て
届
出
を
す
る
場
合
に
は

、
当
該
密
接
関
係
者
が
第
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
の
別
及
び
当
該
密
接
関
係
者
と
一
体
的

に
行
う
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

に
資
す
る
投
資
の
内
容

七

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
五
号
の
脱
炭
素
成
長
型

投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
当
た
っ
て
勘
案
す
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べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

３

第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
記
事
項
証
明
書
（
そ
の
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

に
は
、
住
民
票
の
写
し
。
）

二

届
出
年
度
及
び
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ

ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
、

第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
五
十

三
条
、
第
百
七
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項

、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
、
第
百
四
十
一
条
又
は
第

百
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
当
該
各
年
度
に
お
い
て
経
済
産
業
大
臣
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又
は
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
た
次
の
イ
か
ら
チ
ま

で
に
掲
げ
る
書
類
の
写
し

イ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）

様
式
第
九
の
特
定
第
一
表
、
特
定
第
二
表
、
特
定

第
三
表
、
認
定
第
一
表
、
認
定
第
二
表
、
指
定
第

一
表
、
指
定
第
二
表
、
指
定
第
四
表
又
は
指
定
第

五
表

ロ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

様
式
第
十
九
の
第
一
表
、
第
二
表
又
は
第
三
表

ハ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
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ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
一
号
）
様

式
第
四
の
表
紙
、
第
一
表
、
第
三
表
又
は
第
四
表

ニ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省

令
様
式
第
八
の
表
紙
、
第
一
表
、
第
三
表
又
は
第

四
表

ホ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省

令
様
式
第
十
三
の
表
紙
、
第
一
表
、
第
三
表
又
は
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第
四
表

ヘ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省

令
様
式
第
二
十
の
表
紙
、
第
一
表
、
第
三
表
又
は

第
四
表

ト

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省

令
様
式
第
二
十
一
の
表
紙
、
第
一
表
、
第
三
表
又

は
第
四
表

チ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
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基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省

令
様
式
第
二
十
五
の
表
紙
、
第
一
表
、
第
三
表
又

は
第
四
表

三

届
出
年
度
又
は
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ

ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
二
項

の
書
面
を
受
け
た
場
合
、
同
法
第
八
十
五
条
第
二
項

の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
場
合
、
同
法
第
八
十
六
第

二
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
場
合
又
は
同
法
第
八

十
七
条
第
二
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は

、
届
出
年
度
又
は
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
登

録
調
査
機
関
（
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
登
録
調
査
機
関
を
い
う
。
）
が
経
済
産
業
大
臣
に
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提
出
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
様
式
第
二
十
一
の
特
定
第
一
表
、
特
定
第
二
表
、

特
定
第
三
表
、
認
定
第
一
表
、
認
定
第
二
表
、
指
定

第
一
表
、
指
定
第
二
表
、
指
定
第
四
表
又
は
指
定
第

五
表
の
写
し

四

前
項
第
七
号
の
勘
案
す
べ
き
事
項
と
し
て
法
第
三

十
二
条
第
二
項
第
五
号
イ
の
事
業
分
野
ご
と
の
国
際

競
争
力
の
維
持
又
は
向
上
に
関
す
る
事
項
を
届
け
出

る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
分
野
に
お
け
る
前
年
度
の

営
業
利
益
を
疎
明
す
る
資
料

五

前
項
第
七
号
の
勘
案
す
べ
き
事
項
と
し
て
法
第
三

十
二
条
第
二
項
第
五
号
ロ
の
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
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造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
資
す
る
研
究
及
び
技

術
開
発
に
関
す
る
事
項
を
届
け
出
る
場
合
に
は
、
割

当
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
当
該
研
究
及
び
技
術
開

発
に
係
る
研
究
開
発
費
及
び
売
上
高
を
疎
明
す
る
資

料
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
事
項
の
変
更
）

第
十
一
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
届
け
出
た

（
新
設
）

事
項
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
前
条
第
二

項
第
六
号
の
事
項
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

（
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
遅
滞

な
く
、
様
式
第
三
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
確
認
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
確
認
の
申
請
は
、

（
新
設
）

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
を
登
録
確
認
機
関
に
提
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
排
出
目
標
量
に
関
す
る
確
認
報
告
書
）

第
十
三
条

登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項

（
新
設
）

の
排
出
目
標
量
（
早
期
排
出
削
減
量
（
過
去
の
二
酸
化

炭
素
の
排
出
の
削
減
量
を
勘
案
し
て
算
定
す
る
二
酸
化

炭
素
の
量
で
あ
っ
て
排
出
目
標
量
の
設
定
の
基
礎
と
な

る
も
の
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く

。
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
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の
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
排
出
目
標
量
に
関
す
る
確
認
報
告
書
を
も

っ
て
、
当
該
確
認
の
申
請
を
し
た
事
業
者
に
当
該
確
認

の
結
論
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

排
出
目
標
量
に
関
す
る
確
認
報
告
書
の
表
題

二

排
出
目
標
量
に
関
す
る
確
認
報
告
書
の
発
行
年
月

日
三

排
出
目
標
量
に
関
す
る
確
認
報
告
書
の
宛
先

四

登
録
確
認
機
関
の
名
称
、
確
認
業
務
を
行
う
事
務

所
及
び
そ
の
所
在
地
並
び
に
確
認
業
務
の
責
任
者
の

氏
名

五

確
認
を
行
っ
た
対
象
及
び
そ
の
確
認
の
方
法

六

確
認
の
対
象
と
な
っ
た
排
出
目
標
量
が
、
実
施
指

188



針
に
準
拠
し
て
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ
る

事
項
が
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
結
論
及
び
そ
の
根
拠

七

申
請
を
し
た
事
業
者
の
確
認
対
象
に
関
す
る
責
任

八

登
録
確
認
機
関
の
確
認
業
務
に
関
す
る
責
任

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
排
出
目
標
量
に

関
す
る
確
認
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

２

前
項
第
六
号
の
結
論
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
結
論

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

無
限
定
の
結
論

排
出
目
標
量
が
、
実
施
指
針
に

準
拠
し
て
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ
る
事
項

が
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
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旨
二

限
定
付
結
論

排
出
目
標
量
が
、
除
外
事
項
の
及

ぼ
す
影
響
を
除
き
実
施
指
針
に
準
拠
し
て
設
定
さ
れ

て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ
る
事
項
が
重
要
な
点
に
お
い

て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
旨

三

否
定
的
結
論

排
出
目
標
量
が
、
実
施
指
針
に
準

拠
し
て
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ
る
事
項
が

重
要
な
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
旨

３

登
録
確
認
機
関
は
、
重
要
な
確
認
の
手
続
が
実
施
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

第
一
項
第
六
号
の
結
論
の
表
明
が
で
き
な
い
場
合
に
は

、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
結
論
の
表
明

を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
排
出
目
標
量
に
関
す
る
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確
認
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

登
録
確
認
機
関
は
、
早
期
排
出
削
減
量
に
関
す
る
確

認
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
早
期
排
出
削
減
量
に
関
す
る
確
認
結
果
報
告
書

を
も
っ
て
、
当
該
確
認
の
申
請
を
し
た
事
業
者
に
当
該

確
認
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

早
期
排
出
削
減
量
に
関
す
る
確
認
結
果
報
告
書
の

表
題

二

早
期
排
出
削
減
量
に
関
す
る
確
認
結
果
報
告
書
の

発
行
年
月
日

三

早
期
排
出
削
減
量
に
関
す
る
確
認
結
果
報
告
書
の

宛
先

四

登
録
確
認
機
関
の
名
称
、
確
認
業
務
を
行
う
事
務
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所
及
び
そ
の
所
在
地
並
び
に
確
認
業
務
の
責
任
者
の

氏
名

五

確
認
を
行
っ
た
対
象
及
び
そ
の
確
認
の
方
法

六

早
期
排
出
削
減
量
に
関
す
る
確
認
の
結
果

七

申
請
を
し
た
事
業
者
の
確
認
対
象
に
関
す
る
責
任

八

登
録
確
認
機
関
の
確
認
業
務
に
関
す
る
責
任

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
早
期
排
出
削
減

量
に
関
す
る
確
認
結
果
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

（
密
接
関
係
者
の
要
件
）

第
十
四
条

法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
密
接
関
係
者
は
、
届
出
年
度
に
お
い
て
法
第
三

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
事
業
者
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て

「
代
表
者
」
と
い
う
。
）
の
子
会
社
（
会
社
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

代
表
者
の
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第

五
十
九
号
）
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
関
連
会
社

三

代
表
者
の
直
接
の
親
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
四

号
に
規
定
す
る
親
会
社
の
う
ち
、
当
該
代
表
者
の
支

配
持
分
を
直
接
に
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
他
の
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直
接
の
子
会
社
（
子
会
社
の
う
ち
、
当
該
直
接
の
親

会
社
が
支
配
持
分
を
直
接
に
有
す
る
子
会
社
に
限
る

。
）

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業

者
排
出
枠
の
割
当
て
）

第
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
内
容
が
実
施
指
針
に
照
ら
し
て

適
切
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を

し
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
対
し
、
届
出
年
度

の
十
一
月
末
日
に
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
割
り
当
て

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
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の
規
定
に
よ
り
届
出
の
期
限
を
延
期
す
る
場
合
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
報
告
）

第
十
六
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

（
新
設
）

は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
割
当
年
度
（
同
項
の
規

定
に
よ
り
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
が
割
り

当
て
ら
れ
る
年
度
を
い
う
。
た
だ
し
、
本
来
脱
炭
素
成

長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
が
割
り
当
て
ら
れ
る
べ
き
年

度
の
翌
年
度
以
降
に
割
り
当
て
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
本
来
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
が

割
り
当
て
ら
れ
る
べ
き
年
度
を
い
う
。
次
項
第
三
号
及
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び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
年
度
の
九
月
末

日
ま
で
に
、
様
式
第
五
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
提
出
し

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
経
済
産
業
大

臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
報
告
の
期
限
を
延

期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
延
期

後
の
期
限
は
、
当
該
報
告
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
法
第
三
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
同
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。
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一

排
出
実
績
量
の
算
定
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
算

定
の
た
め
に
使
用
す
る
計
量
器
に
関
す
る
事
項

二

排
出
実
績
量
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
旨

三

割
当
年
度
に
お
け
る
工
場
又
は
事
業
場
の
新
設
、

廃
止
、
承
継
又
は
譲
渡
そ
の
他
の
二
酸
化
炭
素
の
排

出
量
の
増
減
に
関
す
る
事
情

３

第
一
項
の
報
告
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

排
出
実
績
量
の
算
定
に
お
い
て
、
国
内
認
証
排
出

削
減
量
（
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等

に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
・
総
務
省
・

法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
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労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通

省
・
環
境
省
令
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

報
告
命
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す

る
国
内
認
証
排
出
削
減
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
海
外
認
証
排
出
削
減
量
（
報

告
命
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
海
外
認
証
排
出

削
減
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
し
、
実
施
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
加
減

し
た
場
合
に
は
、
当
該
国
内
認
証
排
出
削
減
量
及
び

海
外
認
証
排
出
削
減
量
に
関
す
る
資
料

二

前
項
第
三
号
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
増
減
に

関
す
る
事
情
が
生
じ
た
日
を
疎
明
す
る
資
料
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（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
確
認
の
申
請
）

第
十
七
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
五
条
第
二

（
新
設
）

項
の
確
認
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
排
出
実
績
量
に
関
す
る
確
認
報
告
書
）

第
十
八
条

第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

（
新
設
）

は
、
排
出
実
績
量
に
関
す
る
確
認
報
告
書
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
訂
正
の
報
告
）

第
十
九
条

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
届
出
に
際
し
、
届
出
年
度
よ
り
前
の
年
度
に
お

け
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
当
て
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ら
れ
た
量
又
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
量
に
つ
い
て
、
そ
の
基

礎
と
な
る
事
実
に
変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
訂
正
の
報
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
排
出
目
標
量
又
は
排
出
実

績
量
に
関
し
、
重
大
な
事
実
に
変
更
が
あ
っ
た
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
訂
正
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
事

業
者
は
、
当
該
訂
正
し
た
排
出
目
標
量
又
は
排
出
実
績

量
が
適
切
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら

か
じ
め
、
登
録
確
認
機
関
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
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正
の
報
告
に
は
、
登
録
確
認
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ

り
行
っ
た
確
認
の
結
果
を
記
載
し
た
訂
正
に
関
す
る
確

認
報
告
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
確
認
の
申
請
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
申
請

書
を
登
録
確
認
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

５

登
録
確
認
機
関
は
、
第
二
項
の
確
認
を
行
っ
た
と
き

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
訂
正
に
関

す
る
確
認
報
告
書
を
も
っ
て
、
当
該
確
認
の
申
請
を
し

た
事
業
者
に
当
該
確
認
の
結
論
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

訂
正
に
関
す
る
確
認
報
告
書
の
表
題

二

訂
正
に
関
す
る
確
認
報
告
書
の
発
行
年
月
日

201



三

訂
正
に
関
す
る
確
認
報
告
書
の
宛
先

四

登
録
確
認
機
関
の
名
称
、
確
認
業
務
を
行
う
事
務

所
及
び
そ
の
所
在
地
並
び
に
確
認
業
務
の
責
任
者
の

氏
名

五

確
認
を
行
っ
た
対
象
及
び
そ
の
確
認
の
方
法

六

確
認
の
対
象
が
、
実
施
指
針
に
準
拠
し
て
設
定
さ

れ
て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ
る
事
項
が
全
て
の
重
要
な

点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い

て
の
結
論
及
び
そ
の
根
拠

七

申
請
を
し
た
事
業
者
の
確
認
対
象
に
関
す
る
責
任

八

登
録
確
認
機
関
の
確
認
業
務
に
関
す
る
責
任

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
訂
正
に
関
す
る

確
認
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
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（
合
併
）

第
二
十
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
（
届
出
年
度
に

（
新
設
）

お
け
る
年
度
平
均
排
出
量
が
十
万
ト
ン
以
上
の
事
業
者

で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
の
届
出
を
行
う
前
に
合
併
に
よ

り
消
滅
す
る
事
業
者
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き

は
、
当
該
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
の
属
す
る
割

当
年
度
に
お
け
る
合
併
後
存
続
し
た
法
人
（
当
該
法
人

が
当
該
年
度
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
と
な
る
場

合
に
限
る
。
）
に
対
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「

排
出
実
績
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
排
出
実
績
量
（
脱
炭
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素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
六
年
経
済
産
業
省
令
第
三
号

）
第
二
十
条
の
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
の
事
業
活

動
に
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
通
知
）

第
二
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
が
適
切
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
は
、
当
該
報
告
が
属
す
る
年
度
の
十
一
月
末

日
に
、
当
該
報
告
を
し
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

に
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
場

合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
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な
い
。

（
法
人
等
保
有
口
座
の
記
録
事
項
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
経
済
産

（
新
設
）

業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一

法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
の
電
話
番
号
そ
の
他
の

連
絡
先

二

法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
が
法
人
の
場
合
に
は
、

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
管
理
を
行
う

部
署
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡

先
三

そ
の
他
法
人
等
保
有
口
座
の
維
持
管
理
上
必
要
な
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事
項

（
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
の
申
請
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
申
請
書
の
様
式

（
新
設
）

は
、
様
式
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
法
人
の
場
合
に
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

排
出
枠
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
、
住
所
及
び
電

話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
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三

法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
個
人
の
場
合
に
は
、
氏
名
及
び
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
の
管
理
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

３

法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

法
人

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に

準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

二

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
で
あ
る
個
人

住
民

基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
若
し

く
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
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五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す

る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

（
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
届
出
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

（
新
設
）

出
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
の

前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
定
款
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
更

が
あ
っ
た
事
項
が
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
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の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
振
替
手
続
の
申
請
方
法
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
方
法
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
。

一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
受
信
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
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二

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該

情
報
を
記
録
す
る
方
法

（
申
請
に
よ
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の

振
替
を
行
わ
な
い
場
合
）

第
二
十
六
条

法
第
五
十
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

令
第
七
条
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業

者
排
出
枠
に
つ
い
て
の
処
分
の
制
限
に
関
す
る
事
項
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の
記
録
が
あ
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

の
振
替
の
申
請
で
あ
る
場
合

二

当
該
振
替
に
係
る
法
人
等
保
有
口
座
の
記
録
事
項

に
計
算
違
い
、
誤
記
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
明
白

な
誤
り
が
あ
る
場
合

三

当
該
振
替
に
係
る
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
又
は

当
該
口
座
に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
若
し
く
は
振
替
に
関
し

、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実

が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

四

当
該
振
替
に
係
る
法
人
等
保
有
口
座
の
名
義
人
が

法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
処
分
若

し
く
は
指
示
に
違
反
し
た
場
合
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五

そ
の
申
請
に
係
る
事
項
が
虚
偽
で
あ
る
場
合

六

そ
の
申
請
の
手
続
に
不
備
が
あ
る
場
合

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
等
保

有
口
座
に
あ
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の

振
替
を
制
限
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
法
人

等
保
有
口
座
名
義
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
排
出
枠
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
の

請
求
）

第
二
十
七
条

法
第
五
十
五
条
の
請
求
は
、
様
式
第
九
の

（
新
設
）

請
求
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
を
行
う
法
人
等
保
有
口
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座
名
義
人
の
第
二
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
請

求
に
係
る
排
出
枠
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

証
明
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
人
等
保
有
口
座
の
廃
止
の
申
請
）

第
二
十
八
条

法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
は
、
自
己
の
法

（
新
設
）

人
等
保
有
口
座
に
記
録
さ
れ
て
い
る
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
他
の
法
人

等
保
有
口
座
に
移
転
し
た
場
合
又
は
償
却
し
た
場
合
に
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は
、
自
己
の
法
人
等
保
有
口
座
の
廃
止
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
十
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
を
行
う
法
人
等
保
有
口

座
名
義
人
の
第
二
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
二
十
九
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
手
数
料
は
、
現

（
新
設
）

金
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
設
立
の
認
可
申
請
）

（
設
立
の
認
可
申
請
）

第
三
十
条

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う

第
二
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

申
請
書
に
、
定
款
及
び
事
業
計
画
書
を
添
え
て
経
済
産

、
定
款
及
び
事
業
計
画
書
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣
に

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

前
項
の
事
業
計
画
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の

２

前
項
の
事
業
計
画
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に

各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
百
十
一
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
に
掲
げ

一

法
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
開

る
業
務
の
開
始
の
時
期

始
の
時
期

二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
に
掲
げ

二

法
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関

る
業
務
に
関
す
る
計
画
の
概
要

す
る
計
画
の
概
要

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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（
運
営
委
員
会
の
委
員
の
任
命
及
び
解
任
の
認
可
申
請

（
運
営
委
員
会
の
委
員
の
任
命
及
び
解
任
の
認
可
申
請

）

）

第
三
十
一
条

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
九
十
三
条
の
認

第
三
条

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
三
十
六
条
の
認
可
を

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

任
命
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
九
十
五
条
第
一
号

二

任
命
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
三
十
八
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
な
い

か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
な
い

こ
と
の
誓
約

こ
と
の
誓
約

三

（
略
）

三

（
略
）

２

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
九
十
五
条
の
認
可
を
受
け

２

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
三
十
八
条
の
認
可
を
受
け
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よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
理
事
の
任
命
及
び
解
任
の
認
可
申
請
）

（
理
事
の
任
命
及
び
解
任
の
認
可
申
請
）

第
三
十
二
条

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
百
一
条
第
二
項

第
四
条

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な

を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

任
命
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
九
十
五
条
第
一
号

二

任
命
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
三
十
八
条
第
一
号

及
び
第
三
号
並
び
に
第
百
三
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
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当
し
て
い
な
い
こ
と
並
び
に
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体

該
当
し
て
い
な
い
こ
と
並
び
に
営
利
を
目
的
と
す
る
団

の
役
員
で
な
い
こ
と
及
び
自
ら
営
利
事
業
に
従
事
し
て

体
の
役
員
で
な
い
こ
と
及
び
自
ら
営
利
事
業
に
従
事
し

い
な
い
こ
と
の
誓
約

て
い
な
い
こ
と
の
誓
約

三

（
略
）

三

（
略
）

２

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に

２

機
構
の
理
事
長
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定

よ
り
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
百
一
条

に
よ
り
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
十

第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

四
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
役
員
の
兼
職
の
承
認
申
請
）

（
役
員
の
兼
職
の
承
認
申
請
）

第
三
十
三
条

役
員
は
、
法
第
百
五
条
た
だ
し
書
の
承
認

第
五
条

役
員
は
、
法
第
四
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
を
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を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
目
的
達
成
業
務
の
認
可
申
請
）

（
目
的
達
成
業
務
の
認
可
申
請
）

第
三
十
四
条

機
構
は
、
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
認
可

第
六
条

機
構
は
、
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
認
可
を
受

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
ら
な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
業
務
の
委
託
の
認
可
申
請
）

（
業
務
の
委
託
の
認
可
申
請
）
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第
三
十
五
条

機
構
は
、
法
第
百
十
二
条
の
認
可
を
受
け

第
七
条

機
構
は
、
法
第
五
十
五
条
の
認
可
を
受
け
よ
う

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
業
務
方
法
書
の
作
成
及
び
変
更
の
認
可
申
請
）

（
業
務
方
法
書
の
作
成
及
び
変
更
の
認
可
申
請
）

第
三
十
六
条

機
構
は
、
法
第
百
十
三
条
第
一
項
前
段
の

第
八
条

機
構
は
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
前
段
の
認
可

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

を
記
載
し
た
業
務
方
法
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

載
し
た
業
務
方
法
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で

一

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
条
第
二
項
の
業
務
に
関
す
る

に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
項
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事
項

二

法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
行
う
業

二

法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
行
う
業

務
に
関
す
る
事
項

務
に
関
す
る
事
項

三

（
略
）

三

（
略
）

２

機
構
は
、
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を

２

機
構
は
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
業
務
方
法
書
に

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
業
務
方
法
書
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
経
済

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
検
査
職
員
の
身
分
証
明
書
）

（
削
る
）

第
九
条

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査

を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
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記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
定
款
の
変
更
の
認
可
申
請
）

（
定
款
の
変
更
の
認
可
申
請
）

第
三
十
七
条

機
構
は
、
法
第
百
三
十
三
条
の
変
更
の
認

第
十
条

機
構
は
、
法
第
七
十
一
条
の
変
更
の
認
可
を
受

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
定
款
に
次

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
定
款
に
次
に
掲
げ

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
経
済
産
業
大
臣

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
三
十
八
条

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十

（
新
設
）

六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
立
入
検

査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
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様
式
第
十
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査

を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様

式
第
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

（
新
設
）

一

電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
イ
に
規
定

す
る
離
島
に
お
い
て
発
電
の
用
に
供
す
る
燃
料

二

二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
の
基
盤
が
整
備

さ
れ
て
い
な
い
者
そ
の
他
特
別
な
配
慮
を
必
要

と
す
る
者
と
し
て
輸
送
の
区
分
ご
と
に
経
済
産

業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
が
当

該
輸
送
の
区
分
に
お
い
て
使
用
す
る
燃
料
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三

本
土
と
離
島
（
そ
の
地
域
の
全
部
又
は
一
部
が

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
同
項
の
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
含
ま
れ

る
島
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
奄
美
群
島
の
区
域
に
含
ま
れ
る
島
、

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措

置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条

第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
沖
縄
島
と
離
島
及
び
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離
島
と
離
島
並
び
に
離
島
内
の
交
通
を
確
保
す

る
た
め
の
航
路
及
び
航
空
路
に
お
け
る
船
舶
に

よ
る
貨
物
若
し
く
は
旅
客
の
輸
送
の
用
に
供
す

る
燃
料
又
は
航
空
機
（
最
大
離
陸
重
量
が
七
十

ト
ン
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
運
航
の
用
に

供
す
る
燃
料

四

旅
客
輸
送
密
度
（
旅
客
輸
送
量
に
つ
い
て
算
定

し
た
旅
客
営
業
キ
ロ
（
旅
客
営
業
に
係
る
営
業

キ
ロ
を
い
う
。
備
考
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
一
日
平
均
旅
客
輸
送
人

員
を
い
う
。
備
考
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
千

人
未
満
の
鉄
道
の
路
線
に
お
い
て
旅
客
の
輸
送

の
事
業
の
用
に
供
す
る
燃
料
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五

船
舶
（
本
邦
内
の
各
地
間
に
お
い
て
発
着
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
よ
る
貨
物
若
し
く
は
旅
客

の
輸
送
の
用
に
供
す
る
燃
料
又
は
航
空
機
の
運

航
（
本
邦
内
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
用

に
供
す
る
燃
料

備
考

こ
の
表
の
四
の
項
に
規
定
す
る
旅
客
輸
送
密

度
及
び
旅
客
営
業
キ
ロ
の
算
定
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
。

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）
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２

法
附
則
第
六
条
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
の
前
日
ま

２

法
附
則
第
六
条
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
の
前
日
ま

で
の
間
は
、
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の

で
の
間
は
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
百

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
五
十

十
一
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
一
条

四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
四
条
第

第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十

一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
（
同
項
第
四
号
に
係
る
部
分

号
（
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
九
号
に
係
る
部

に
限
る
。
）
」
と
し
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の

分
に
限
る
。
）
」
と
し
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
法
第
百
十
一

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
五
十
四

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、

条
第
一
項
第
四
号
」
と
す
る
。

「
法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第

九
号
ま
で
」
と
す
る
。

別
記
様
式
を
削
る
。
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附
則
の
次
に
次
の
十
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第１（第２条関係） 
 
 

化石燃料採取者等の届出書（開始・変更・廃止） 

 
 

  
 令和  年  月  日 
 
 
 
 
 
    経済産業大臣殿 

 
 届 
 
 
 出 
 
 
 者 

 （住  所)(〒      －        ） 
 
 
                                 （電話番号      －      －       ） 

 

（氏名又は名称及び代表者氏名)(フリガナ） 

 
                                                                 
 

  下記のとおり法第16条又は第17条の規定により届け出ます。 

採取の 

開始等の 

年月日・期間 

 （開始年月日） 
 

   令和    年    月    日 

 （廃止年月日） 
 

   令和    年    月    日 

  

引取りの 

開始等の 

年月日・期間 

 （開始年月日） 
 

   令和    年    月    日 

 （廃止年月日） 
 

   令和    年    月    日 

  

廃止の理由 
 

採取場 

 （所在地)(〒      －        ）  （名  称)(フリガナ） 
 
 
 
    （電話番号      －      －       ） 

採取委託者

に係る事項 

 （住  所)(〒      －        ） 
 
 

                                 （電話番号      －      －       ） 

 （氏名又は名称及び代表者氏名)(フリガナ） 

 
                                                                 

 

 

 

承継元又は

譲渡元に係

る事項 

 （住  所)(〒      －        ） 
 
 

                                

 

 （氏名又は名称及び代表者氏名)(フリガナ） 

 
                                                                 

 

 

 
備考 １ 採取委託者に係る事項については、採取受託者である場合、記入すること。 

    ２ 承継元又は譲渡元に係る事項については、事業譲渡や合併等により事業を承継された又は譲渡され 

た場合、記入すること。 

    ３ 用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第２（第10条関係）

殿
年 月 日

住所
法人名
法人名（英語表記）
法人番号
代表者の役職名
代表者の氏名
（個人である場合にあっては、氏名）

※受理年月日
※処理年月日

届　出

　脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第３３条第１項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。
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事業者単位の報告

事業者－第１表　事業者の名称等 　

〒

〒

〒

備考　連絡担当者は、主担当者と副担当者をそれぞれ記載すること。

事業者の名称
（個人である場合にあっては、氏名）

（ふりがな）
氏名

主たる事業を所管する大臣

従たる事業／細分類番号

本店又は主たる事務所の所在地
（個人である場合にあっては、住所）

主たる事業／細分類番号

電話番号

メールアドレス

勤務地

電話番号

従たる事業を所管する大臣

部署

役職

メールアドレス

連絡担当者
（問合せ先）

連絡担当者
（問合せ先）

部署

役職

（ふりがな）
氏名

勤務地
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事業者－第２表

１　事業者ごとの年度平均排出量

（ ） （ ） （ ）

備考　１　法第３３条第４項の規定による共同の届出を行おうとする場合、密接関係者を含め事業者ごとの情報を記載すること。

２　推計値を用いて算定した年度平均排出量

1 tCO₂

3 tCO₂

tCO₂

2 tCO₂ tCO₂

tCO₂

1 tCO₂ tCO₂ tCO₂

tCO₂ tCO₂

3

届出年度： 年度

番号 事業者名 年度平均排出量
前年度の排出量 二年度前の排出量 三年度前の排出量

年度 年度 年度

tCO₂tCO₂

2 tCO₂

tCO₂ tCO₂

tCO₂

合計

　　　２　密接事業者が４以上の場合は、欄を追加して記載すること。

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

tCO₂ tCO₂
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事業者－第３表
　

１　合計量（排出目標量及び勘案事項に係る追加割当量の合計量）

　
２　排出目標量

３　割当方法ごとの排出目標量

４　早期排出削減量に関する情報

５　勘案事項に係る追加割当量

６　訂正の報告による割当量の調整量

tCO₂

備考　早期排出削減量とは、過去の二酸化炭素の排出の削減量を勘案して算定する二酸化炭素の量であって排出目標量の設定の基礎となるものをいう。

追加割当量 tCO₂

tCO₂

tCO₂

備考　後記３の割当方法ごとの各目標量及び後記４の早期削減に基づき算定した量を合計した量を記載すること。

合計量 tCO₂

備考　法第３２条第２項第５号の勘案事項に係る追加割当量を記載すること。

排出目標量の訂正による割当量の調整量 tCO₂

特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量

排出実績量の訂正による割当量の調整量 tCO₂

備考　特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

追加割当ての基準となる排出量合計 削減率 経過年数
活動量勘案係

数
早期削減に基づき算定した量

備考　後記２の排出目標量及び後記５の追加割当量を合計した量を記載すること。

tCO₂

特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

排出目標量
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事業者－第４表

１　排出目標量（後記３の早期削減に基づき算定した量を除く。）の合計量

２　割当方法ごとの排出目標量

３　早期排出削減量に関する情報

　
５　排出目標量の設定に関する補足事項

早期削減に基づき算定した量追加割当ての基準となる排出量合計 削減率 経過年数
活動量勘案係

数

特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

備考　特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

登録確認機関の名称

登録確認機関の代表者の氏名

４　排出目標量の設定に関し、法第３３条第２項の規定による確認を受ける登録確認機関

tCO₂tCO₂

合計量 tCO₂

備考　後記２の割当方法ごとの各排出目標量を合計した量を記載すること。

特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂
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事業者－第５表　勘案事項に係る追加割当量に係る情報

１　勘案事項に係る追加割当量

２　事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項（カーボンリーケージ）

３　脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項（研究開発）

tCO₂

備考　１　前年度とは、届出年度の前年度をいう。

前年度の排出実績量と排出目標量の差

追加割当量

tCO₂

内訳
前年度の排出実績量 tCO₂

前年度の排出目標量 tCO₂

主たる事業分野及び事業活動／中分類番号

　　　２　前年度の排出実績量と排出目標量の差は、排出実績量から排出目標量を控除した値を記載する。

前年度の営業利益

前年度の排出実績量と排出目標量の差 tCO₂

前年度の排出実績量

前年度の排出目標量

tCO₂

年度

前年度の排出枠平均市場価格 円/tCO₂

追加割当量 tCO₂

届出年度：

追加割当量

tCO₂

tCO₂
内訳

円

　　　４　業種ごとの平均的な投資額は、前年度の売上高に、業種区分に応じた売上高あたりのＧＸ関連研究開発費の基準に前年度の売上高を乗じて算出するこ
　　　　　と。

円

円

算出
根拠

前年度の売上高

　　　２　前年度の排出実績量と排出目標量の差は、排出実績量から排出目標量を控除した値を記載すること。

業種ごとの平均的な投資額

円/tCO₂

備考　１　前年度とは、届出年度の前年度をいう。

前年度の投資額 円

　　　３　前年度の投資額の内訳には、投資の内訳として対象となる研究及び技術開発ごとに、出願番号・ＧＸ技術区分又はＧＩ基金のプロジェクト名を記載す
　　　　　ること。また、同対象が３つ以上ある場合は、行を追加して記載すること。

内訳
円

円

前年度の排出枠平均市場価格

売上高あたりのＧＸ関連研究開発費の基準

業種区分
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事業者－第６表　密接関係者の情報
　

１　密接関係者の名称等

〒

〒

〒

備考　１　密接関係者が複数の場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　連絡担当者は、主担当者と副担当者をそれぞれ記載すること。

従たる事業／細分類番号

従たる事業を所管する大臣

規則第１４条各号のいずれに該当するかの別

法第３３条第４項の一体的に脱炭素成長型経済構造への
円滑な移行に資する投資の内容

３号（兄弟会社）２号（関連会社）１号（親子会社）

勤務地

電話番号

主たる事業を所管する大臣

連絡担当者
（問合せ先）

部署

役職

（ふりがな）
氏名

メールアドレス

主たる事業／細分類番号

事業者の名称

本店又は主たる事務所の所在地

電話番号

メールアドレス

連絡担当者
（問合せ先）

部署

役職

（ふりがな）
氏名

勤務地
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事業者－第７表　特定工場等の情報

１　特定工場等の一覧

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

備考　１　密接関係者が有する特定工場等を含めて全て記載すること。
　　　２　特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）
　　　　　第１０条第２項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第１３条第２項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
　　　３　特定工場等が８以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

7 第 種

6 第 種

5 第 種

4 第 種

3 第 種

2 第 種

1 第 種

番号 事業者の名称
省エネ法のエネル

ギー管理指定工場等
番号

省エネ法
の指定区

分
工場等の名称 工場等の所在地 主たる事業 細分類番号
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特定工場等単位の報告

工場等－第１表
　

１　特定工場等の名称等

〒

２－１　排出目標量

早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量 tCO₂

合併による承継の有無／効力発生年月日 有 ・ 無 　 年

２－２　早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量

主たる事業を所管する大臣

特定事業活動以
外の事業活動に
伴う二酸化炭素

の目標量

合計 tCO₂

エネルギー起源

原材料起源

副生燃料起源

内訳

tCO₂

tCO₂

譲渡・分割による承継の有無／効力発生年月日 分割 ・ 譲渡

新設・廃止の該当有無／新設・廃止の年月日 新設 ・ 廃止 　 年 月

年 月　

日

月 日

　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、ベンチマーク対象となる事業活動を行わなくなった場合

備考　特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

省エネ法のエネルギー管理指定工場等番号

工場等の名称

省エネ法の指定年度／指定区分 年度 第 種

所在地

日

特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

tCO₂

主たる事業／細分類番号

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにベンチマーク対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
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工場等－第２表　特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　基本情報

２　目標量及びその根拠となる情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

３　推計値を用いて設定した場合

推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

副生燃料の供給・消費実績 GJ

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

基準活動量に係る年度

tCO₂

　

□

～ 年度

tCO₂

tCO₂

tCO₂

（ ）

割当年度の
二年度前の年度

□

GJ

～

□

年度

□

□

2

3

□

（原単位の分母となる指標）

GJ

tCO₂

GJ

基準とする年度

その他調整量

直接排出比率

基準活動量×目指すべき原単位×直接排出比率

基準活動量

活動量増減による調整量

新設・廃止による調整量

tCO₂

tCO₂

GJ

tCO₂

目指すべき原単位

副生燃料排出係数

業種平均排出係数

副生燃料供給・消費に伴う調整のもとになる排出
量

tCO₂

1

番号 区分 事業活動

みなし活動量

副
生
燃
料
に
係
る
情
報

（調整理由）

番号 推計の対象

年

　　　　　③既存の工場等において、新たにベンチマーク対象となる事業を開始した場合
　　　３　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合

エネルギー消費原単位

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に
係
る

情
報

活動量

　　　　　③既存の工場等において、ベンチマーク対象となる事業活動を行わなくなった場合

基準とした年度

基準活動量

基準とした年度のエネルギー消費原単位

前
年
度
の
目
標
量
の
設

定
に
係
る
情
報

法令に基づく
定期検査

該当有無

tCO₂

災害

該当有無

みなし活動量

割当年度

　

月

月

（原単位の分母となる指標）

目標量
（副生燃料の供給・消費に伴う調整を除く。）

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

□

□□

□

割当年度の
前年度

備考　１　本表は、特定事業活動（ベンチマーク対象事業）の区分ごとに記載すること。特定事業活動が４以上の場合は表を追加すること。
　　　２　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合

日

3 新設 ・ 廃止 　

新設 ・ 廃止 　 年

該当する特定事業活動 届出年度の前年度の新設・廃止の有無 新設・廃止年月日

新設 ・ 廃止 　 年 月 日

番号 区分

日

1

2
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工場等－第３表　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１－１　エネルギー起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

１－２　早期排出削減量に係る情報

（ ～ ） （ ～ ）

２　原材料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

～

□

　

tCO₂

年度

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

　 tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

その他調整量

削減率

基準とする年度

tCO₂

）

GJ GJ

経過年数

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）

～

（調整理由）

活動量増減による調整量

□ □ □ □ □

GJ GJ GJ

tCO₂

GJ GJ

GJ

tCO₂

　

～ 年度

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

tCO₂

□ □

tCO₂

新設・廃止による調整量 tCO₂

（

みなし排出量

災害

（原単位の分母となる指標）

年度

基準排出量 tCO₂

tCO₂ tCO₂

GJ

該当有無

みなし燃料使用量

GJ

tCO₂

□ □ □

　 tCO₂

tCO₂ tCO₂

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし燃料使用量

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

GJ

GJ

燃料使用量 GJ GJ

エネルギー消費原単位 　

tCO₂ 　

GJ

tCO₂ tCO₂

目標量
（副生燃料の消費に伴う調整除く）

tCO₂

前
年
度
の
目
標
量
の

設
定
に
係
る
情
報

基準とした年度

基準排出量

（原単位の分母となる指標）

基準とした年度のエネルギー消費原単位

基
本
情
報

新設・廃止年月日

日月年

新設・廃止の
該当有無

新設 廃止・

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に
係
る
情
報

排出量

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日

新設 ・ 廃止 年 月 日

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

排出量 tCO₂ tCO₂

法令に基づく
定期検査

tCO₂ tCO₂

□ □ □ □ □

該当有無 □

tCO₂

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

tCO₂

□ □ □

基準とした年度

基準排出量

該当有無

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

～

tCO₂ 　

災害

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る

基準とする年度

基準排出量 tCO₂

削減率

経過年数

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

みなし排出量 tCO₂ tCO₂tCO₂

削減率
遡及年度から直近年度の経

過年数
遡及年度の排出量 直近年度の排出量

年度平均 年度平均

tCO₂

活動量増減による調整量 tCO₂

新設・廃止による調整量

tCO₂

年度

目標量

tCO₂

tCO₂ tCO₂

追加割当の基準となる排出量

240



３　副生燃料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

４　推計値を用いて設定した場合

　 　

（

tCO₂

　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

る
情
報

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合

）（調整理由）

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日
基準排出量に係る年度

割当年度の
二年度前の年度

割当年度の
前年度

割当年度

新設 ・ 廃止 年 月 日

　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

その他調整量

目標量 　 tCO₂

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度 ～ 年度

基準排出量 tCO₂

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

副生燃料供給・消費に伴う調整のもとになる排出
量合計

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂ tCO₂ tCO₂

法令に基づく
定期検査

該当有無 □ □ □ □ □

みなし排出量 tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂ tCO₂ tCO₂

災害
該当有無 □ □ □ □ □

みなし排出量 tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂ tCO₂ tCO₂

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度 ～ 年度

基準排出量 tCO₂

削減率

経過年数

基準排出量×(1-削減率×経過年数） tCO₂

活動量増減による調整量 tCO₂

新設・廃止による調整量 tCO₂

その他調整量 tCO₂

（調整理由） （ ）

番号 推計の対象 推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1

2

3
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その他事業所単位の報告

小規模工場等－第１表

１　目標量

エネルギー起源 tCO₂

原材料起源 tCO₂

副生燃料起源 tCO₂

特定事業活動以
外の事業活動に
伴う二酸化炭素

の目標量

合計 tCO₂

内訳
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小規模工場等－第２表　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　エネルギー起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

２　原材料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（

～

□ □ □ □ □

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

□ □ □ □ □

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

　 tCO₂

～

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

□ □ □ □ □

tCO₂ 　

GJ GJ GJGJ GJ

GJ GJ GJ

GJ GJ GJ

□ □ □

新設・廃止による調整量 tCO₂

その他調整量 tCO₂

（調整理由） ）

基準排出量×(1-削減率×経過年数） tCO₂

活動量増減による調整量

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。

tCO₂ tCO₂

　

～ 年度

□ □

～

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度 年度

基準排出量 tCO₂

削減率

経過年数

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

排出量 tCO₂ tCO₂

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

災害
該当有無

みなし排出量

tCO₂

年度

目標量

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日

新設 ・ 廃止 年 月 日

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

基準排出量

前
年
度
の
目
標
量
の

設
定
に
係
る
情
報

基準とした年度

基準排出量

基準とした年度のエネルギー消費原単位

（原単位の分母となる指標）

tCO₂

tCO₂

　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度 年度

基準排出量

新設・廃止による調整量 tCO₂

その他調整量 tCO₂

削減率

経過年数

基準排出量×(1-削減率×経過年数） tCO₂

活動量増減による調整量 tCO₂

tCO₂

（調整理由） ）

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。

（

tCO₂ tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に
係
る
情
報

燃料使用量 GJ GJ

排出量 tCO₂ tCO₂

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし燃料使用量 GJ GJ

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

災害

該当有無

みなし燃料使用量

tCO₂

　

新設 ・ 廃止 年 月 日

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

エネルギー消費原単位

（原単位の分母となる指標）

目標量
（副生燃料の消費に伴う調整除く）

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日
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３　副生燃料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

４　推計値を用いて設定した場合

～

□ □ □ □ □

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂tCO₂ tCO₂

□ □ □ □ □

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

～ 年度

3

新設・廃止による調整量 tCO₂

その他調整量 tCO₂

（調整理由） ）（

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度 年度

基準排出量 tCO₂

削減率

経過年数

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

副生燃料供給・消費に伴う調整のもとになる排出
量合計

tCO₂ tCO₂

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

災害
該当有無

みなし排出量

基準排出量×(1-削減率×経過年数） tCO₂

活動量増減による調整量 tCO₂

目標量 tCO₂

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

基準排出量

　

tCO₂

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

新設・廃止年月日

新設 ・ 廃止 年 月 日

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

番号 推計の対象 推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1

2
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輸送手段単位の報告

輸送－第１表
　

１　輸送手段の名称等

　
２－１　排出目標量

備考　特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

輸送手段の名称

年

月 日

月 日

吸収合併による承継の有無／効力発生年月日 有 無 　 年

新たな導入・廃止の該当有無／新設・廃止年月日 月 日

分割・譲渡による承継の有無／効力発生年月日 譲渡 ・ 分割 　 年

新たな導入 ・ 廃止 　

備考　１　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段にお
　　　　　いて行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。
　　　２　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該
　　　　　廃止により完全に行われなくなる場合をいう。

tCO₂

特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

２－２　早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量

早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量 tCO₂

特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量

245



輸送－第２表　特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　基本情報

２　目標量及びその根拠となる情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

３　推計値を用いて設定した場合

　　　３　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該
　　　　　廃止により完全に行われなくなる場合をいう。

（

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度

目指すべき原単位

直接排出比率

基準活動量×目指すべき原単位×直接排出比率 tCO₂

活動量増減による調整量 tCO₂

年度

基準活動量

番号 推計の対象 推計の対象の量

～

□

割当年度

　 tCO₂

～ 年度

tCO₂

新設・廃止による調整量 tCO₂

その他調整量 tCO₂

（調整理由） ）

前
年
度
ま
で
の
排
出

実
績
に
係
る
情
報

活動量

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

災害

該当有無

みなし活動量

□ □ □ □

tCO₂ tCO₂

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

基準活動量

目標量

番号

　

区分 事業活動
基準活動量に係る年度

割当年度の
二年度前の年度

割当年度の
前年度

年

　　　２　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段にお
　　　　　いて行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。

月

日1 新たな導入 ・ 廃止

月 日3 新たな導入 ・ 廃止

推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

新たな導入・廃止年月日

日2 新たな導入 ・ 廃止

　 年 月

1

番号 区分 該当する特定事業活動 届出年度の前年度の新たな導入・廃止の有無

備考　１　本表は、特定事業活動（ベンチマーク対象事業）の区分ごとに記載すること。特定事業活動が４以上の場合は表を追加すること。

　 年

2

3

246



輸送－第３表　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　エネルギー起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

２　早期排出削減量に係る情報

（ ～ ） （ ～ ）

３　推計値を用いて設定した場合

備考　１　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段にお
　　　　　いて行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。
　　　２　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該
　　　　　廃止により完全に行われなくなる場合をいう。

tCO₂

～

tCO₂ 　 tCO₂

GJ GJ

□

GJ

GJ

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

GJ

tCO₂

tCO₂

　

～ 年度

tCO₂

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

その他調整量

（

tCO₂

（調整理由） ）

年度平均

tCO₂ tCO₂

遡及年度の排出量 直近年度の排出量

年度平均

tCO₂

tCO₂

削減率
遡及年度から直近年度の経

過年数
追加割当の基準となる排出量

tCO₂

みなし排出量

年度

基準排出量 tCO₂

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度

削減率

経過年数

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

tCO₂ tCO₂

災害

該当有無

みなし燃料使用量 GJ GJ

□ □ □ □

活動量増減による調整量 tCO₂

新設・廃止による調整量

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に
係

る
情
報

エネルギー消費原単位

（原単位の分母となる指標）

GJ GJ

　

排出量 tCO₂

新たな
導入

・ 日廃止 年 月

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

基
本
情
報

新たな導入・廃
止の該当有無

新設・廃止年月日

基準排出量

前
年
度
の
目
標
量
の

設
定
に
係
る
情
報

基準とした年度

基準とした年度のエネルギー消費原単位

（原単位の分母となる指標）

目標量

燃料使用量 GJ

2

3

番号 推計の対象 推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1

247



事業者（訂正）－第１表　訂正の対象等

排出目標量 排出実績量

訂正に関する補足事項

規則第１９条に基づく訂正の理由

規則第１９条に基づく訂正の対象
排出目標量か排出実績量かの別

対象年度
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事業者（訂正）－第２表　排出目標量の訂正に係る情報（排出目標量等）
年度の排出目標量

１　排出目標量（後記３の早期削減に基づき算定した量を除く。）の合計量

２　割当方法ごとの排出目標量

３　早期排出削減量に関する情報

備考　排出目標量に関し、重大な事実に変更があったと認められる場合には、規則第１９条第２項の規定による確認を受けた登録確認機関について、名称及び代表
　　　者の氏名を記入すること。

tCO₂tCO₂

登録確認機関の名称

登録確認機関の代表者の氏名

４　規則第１９条第２項の規定による確認を受けた登録確認機関

追加割当ての基準となる排出量合計 削減率 経過年数
活動量勘案係

数
早期削減に基づき算定した量

合計量 tCO₂

備考　後記２の割当方法ごとの各排出目標量を合計した量を記載すること。

特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

備考　特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。
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事業者（訂正）－第３表　排出実績量の訂正に係る情報（排出実績量等）
年度の排出実績量

１　脱炭素成長型投資事業者の排出実績量

２－１　脱炭素成長型投資事業者の二酸化炭素の排出量

２－２　脱炭素成長型投資事業者の事業活動ごとの二酸化炭素の排出量
２－２－１　特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２－２－２　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

３　国内認証排出削減量に係る情報

４　海外認証排出削減量に係る情報

tCO₂

3

区分

tCO₂

tCO₂

備考　国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量を加味した訂正後の二酸化炭素の排出量を記載すること。

二酸化炭素の排出量

排出実績量

事業活動

事業所管大臣

2

区分

tCO₂事業活動

事業所管大臣

事業活動

事業所管大臣

備考　特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。

特定事業活動以外の事
業活動に伴う二酸化炭

素の排出量

合計 tCO₂

エネルギー起源二酸化炭素 tCO₂

原材料起源二酸化炭素 tCO₂

副生燃料起源二酸化炭素 tCO₂

特定事業活動に伴う二
酸化炭素の排出量

1

区分

tCO₂

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

番号 クレジット特定番号 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量

tCO₂

2 ～ tCO₂

1 ～

tCO₂

備考　１　訂正に係る国内認証排出削減量について、無効化日又は移転日ごとに記載すること。４以上になる場合には行を追加すること。
　　　２　クレジット特定番号等の欄には、無効化又は移転した国内認証排出削減量を特定する番号を、クレジットブロックのユニット開始番号とユニット終了番
　　　　　号を「～」でつなぐことにより記載すること。
　　　３　無効化日又は移転日の欄には、排出量調整無効化を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付を記載すること。
　　　４　無効化量は正の値、移転量は負の値で記載すること。

tCO₂

合計

3 ～

　　　５　本表に記載した全ての国内認証排出削減量について、脱炭素成長型投資事業者が無効化又は移転を行ったことを確認できる資料を添付すること。

番号 識別番号 無効化日 無効化量

1 tCO₂

2 tCO₂

3 tCO₂

登録確認機関の代表者の氏名

備考　排出実績量に関し、重大な事実に変更があったと認められる場合には、規則第１９条第２項の規定による確認を受けた登録確認機関について、名称及び代表
　　　者の氏名を記入すること。

合計 tCO₂

備考　１　訂正に係る海外認証排出削減量について、無効化日ごとに記載すること。４以上になる場合には行を追加すること。
　　　２　無効化日の欄には、排出量調整無効化を行った日付を記載すること。
　　　３　無効化量は正の値で記載すること。
　　　４　本表に記載した全ての海外認証排出削減量について、脱炭素成長型投資事業者が無効化を行ったことを確認できる資料を添付すること。

５　規則第１９条第２項の規定による確認を受けた登録確認機関

登録確認機関の名称
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事業者（訂正）－第４表　排出実績量に係る訂正（二酸化炭素の排出量の増減に関する事情）

１　割当年度における合併に関する情報
１－１　事業者又は密接関係者が他の会社を吸収合併した場合

〒

　

１－２　密接関係者が他の会社に吸収合併又は新設合併された場合

〒

　 　
２　割当年度における事業の分割に関する情報
２－１　事業者又は密接関係者が他の会社の事業を吸収分割により承継した場合

〒

　

２－２　事業者又は密接関係者が他の会社に対しその事業を吸収分割又は新設分割により承継させた場合

〒

　

３　割当年度における事業譲渡又は特定工場等の譲渡に関する情報
３－１　事業者又は密接関係者が譲り受けた場合

〒

訂正の報告に係る事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日における譲
渡人の譲渡対象における主たる事業

訂正の報告に係る譲
渡の対象に輸送手段

を含む場合

その旨 有

その内容

有

訂正の報告に係る事
業の分割の相手方た
る分割承継会社又は
新設会社の名称等

名称 　

代表者の氏名

本店又は主たる事務所

訂正の報告に係る吸収分割の効力が生じた日における分
割会社の分割対象における主たる事業

訂正の報告に係る吸収分割により事業を承継させた分割
会社たる事業者又は密接関係者の名称

訂正の報告に係る吸収分割の効力が生じた日

訂正の報告に係る事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力
が生じた日

その内容

訂正の報告に係る吸
収分割の対象に輸送

手段を含む場合

その旨 有

　　　２　本表に記載した全ての分割について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

訂正の報告に係る譲
渡の相手方たる譲渡

人の名称等

名称
（個人の場合は、氏名）

　

代表者の氏名
（個人の場合は、記載不要）

本店又は主たる事務所
（個人の場合は、住所）

備考　１　該当する吸収分割が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。

訂正の報告に係る事業譲渡又は特定工場等の譲渡を受け
た事業者又は密接関係者の名称

訂正の報告に係る吸
収合併における消滅

会社の名称等
本店又は主たる事務所

名称 　

代表者の氏名

　　　２　本表に記載した全ての分割について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

有

　　　２　本表に記載した全ての合併について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

訂正の報告に係る合
併における存続会社
又は新設会社の名称

等

名称

訂正の報告に係る吸
収分割の対象に輸送

手段を含む場合

その旨

その内容

備考　１　該当する吸収分割が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。

訂正の報告に係る吸収合併の効力が生じた日

訂正の報告に係る吸収合併した事業者又は密接関係者の
名称

訂正の報告に係る分割の効力が生じた日

訂正の報告に係る吸収分割により事業を承継した事業者
又は密接関係者の名称

訂正の報告に係る吸収合併の効力が生じた日における消
滅会社の主たる事業

訂正の報告に係る事
業の分割の相手方た
る分割会社の名称等

名称 　

代表者の氏名

訂正の報告に係る吸収合併の効力が生じた日において消
滅会社が脱炭素成長型投資事業者（法第４４条の規定に
よりみなされている場合も含む。）である場合はその旨

代表者の氏名

本店又は主たる事務所

備考　１　該当する吸収合併が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。

訂正の報告に係る合併の効力が生じた日における消滅会
社たる当該密接関係者の主たる事業

　

備考　１　該当する合併が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　本表に記載した全ての合併について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

訂正の報告に係る合併の効力が生じた日

訂正の報告に係る合併により消滅した密接関係者の名称

本店又は主たる事務所

訂正の報告に係る吸収分割の効力が生じた日における分
割会社の分割対象における主たる事業
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３－２　事業者又は密接関係者が他の事業者に対し事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした場合 　

〒

　
　

　
　

　　　４　本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

　　　４　本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

備考　１　特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）
　　　　　第１０条第２項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第１３条第２項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
　　　２　該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。

訂正の報告に係る事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日における譲
渡人の譲渡対象における主たる事業

訂正の報告に係る事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力
が生じた日

訂正の報告に係る事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした
譲渡人たる事業者又は密接関係者の名称

訂正の報告に係る譲
渡の対象に輸送手段

を含む場合

その旨 有

その内容

訂正の報告に係る譲
渡の相手方たる譲受

人の名称等

名称
（個人の場合は、氏名）

　

代表者の氏名
（個人の場合は、記載不要）

本店又は主たる事務所
（個人の場合は、住所）

　　　３　輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。

　　　３　輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。
　　　２　該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。

備考　１　特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）
　　　　　第１０条第２項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第１３条第２項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。

252



事業者（訂正）－第５表　密接関係者の情報に係る訂正
　

１　密接関係者の名称等

〒

〒

〒

備考　１　密接関係者が複数の場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　連絡担当者は、主担当者と副担当者をそれぞれ記載すること。

従たる事業／細分類番号

従たる事業を所管する大臣

メールアドレス

勤務地

電話番号

規則第１４条各号のいずれに該当するかの別

法第３３条第４項の一体的に脱炭素成長型経済構造への
円滑な移行に資する投資の内容

３号（兄弟会社）２号（関連会社）１号（親子会社）

担当者
（問合せ先）

部署

主たる事業を所管する大臣

担当者
（問合せ先）

部署

役職

事業者の名称

本店又は主たる事務所の所在地

主たる事業／細分類番号

（ふりがな）
氏名

メールアドレス

役職

（ふりがな）
氏名

勤務地

電話番号
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事業者（訂正）－第６表　特定工場等の情報に係る訂正

１　特定工場等の一覧

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

備考　１　訂正に係る特定工場等について、密接関係者が有するものを含めて全て記載すること。
　　　２　特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）
　　　　　第１０条第２項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第１３条第２項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
　　　３　主たる事業活動が特定事業活動の場合は、主務省令第２条第２項の分類に基づき記載すること。
　　　４　訂正の対象となる特定工場等が８以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

7 第 種

5 第 種

6 第 種

3 第

4 第 種

種

2 第 種

1 第 種

省エネ法
の指定区

分
工場等の名称 工場等の所在地 主たる事業 細分類番号番号 事業者の名称

省エネ法のエネル
ギー管理指定工場等

番号

254



特定工場等単位の報告

排出目標量の訂正に係る工場等－第１表
　

１　特定工場等の名称等

〒

２－１　排出目標量

早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量 tCO₂

主たる事業を所管する大臣

備考　特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

特定事業活動以
外の事業活動に
伴う二酸化炭素

の目標量

合計 tCO₂

エネルギー起源

原材料起源

副生燃料起源

合併による承継の有無／効力発生年月日 有 ・ 無 　 年

譲渡・分割による承継の有無／効力発生年月日

内訳

tCO₂

tCO₂

分割 ・ 譲渡 　 年

２－２　早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量

省エネ法のエネルギー管理指定工場等番号

工場等の名称

省エネ法の指定年度／指定区分 年度 第 種

所在地

主たる事業／細分類番号

月

新設・廃止の該当有無／新設・廃止の年月日 新設 ・ 廃止 　 年

月

日

日月

日

特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

tCO₂

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにベンチマーク対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、ベンチマーク対象となる事業活動を行わなくなった場合
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排出目標量の訂正に係る工場等－第２表　特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　基本情報

　
２　目標量及びその根拠となる情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

３　推計値を用いて設定した場合

GJ GJ

tCO₂

tCO₂ tCO₂ tCO₂tCO₂ tCO₂

（

tCO₂

tCO₂

tCO₂

～

　

□

番号 区分 事業活動

備考　１　本表は、特定事業活動（ベンチマーク対象事業）の区分ごとに記載すること。特定事業活動が４以上の場合は表を追加すること。
　　　２　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合

年

　 年

1

2 新設 ・ 廃止 月

新設・廃止年月日

新設 ・

1

2

3

副
生
燃
料
に
係
る
情
報

（調整理由）

番号

副生燃料排出係数

業種平均排出係数

副生燃料供給・消費に伴う調整のもとになる排出
量

）

GJ GJ

推計の対象 推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

副生燃料の供給・消費実績

基準活動量×目指すべき原単位×直接排出比率

みなし活動量

□ □ □ □

□ □ □

基準活動量

災害
該当有無

活動量

エネルギー消費原単位

（原単位の分母となる指標）

法令に基づく
定期検査

該当有無 □

年度

日

　　　　　③既存の工場等において、新たにベンチマーク対象となる事業を開始した場合
　　　３　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合

みなし活動量

□

GJ

tCO₂

基準活動量

基準とした年度のエネルギー消費原単位

基準活動量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

　　　　　③既存の工場等において、ベンチマーク対象となる事業活動を行わなくなった場合

基準とした年度前
年
度
の
目
標
量
の

設
定
に
係
る
情
報

（原単位の分母となる指標）

～ 年度

　

廃止 　 年

日

3

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度

その他調整量

直接排出比率

活動量増減による調整量

新設・廃止による調整量

目指すべき原単位

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に

係
る
情
報

目標量
（副生燃料の供給・消費に伴う調整を除く。）

番号 区分 該当する特定事業活動 届出年度の前年度の新設・廃止の有無

新設 ・ 廃止 　 月 日

月
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排出目標量の訂正に係る工場等－第３表　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　エネルギー起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

１－２　早期排出削減量に係る情報

（ ～ ） （ ～ ）

２　原材料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

～

□

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

　 tCO₂ tCO₂

tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

（

GJ GJ GJ

～

□ □ □ □

GJ GJ GJ

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂tCO₂ tCO₂

□ □ □ □ □

　

～ 年度

　

GJ

tCO₂ 　

　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

tCO₂

月 日新設 ・

tCO₂

□ □ □

廃止 年

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場を取得する場合を含む）

みなし排出量

災害

（原単位の分母となる指標）

年度

基準排出量

基準排出量×(1-削減率×経過年数） tCO₂

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

その他調整量

削減率

基準とする年度

tCO₂

）

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に
係
る
情
報

排出量 tCO₂ tCO₂

該当有無

みなし燃料使用量

燃料使用量

GJ

GJ

みなし排出量

GJ GJ

tCO₂

年

みなし燃料使用量

tCO₂

GJ

tCO₂ tCO₂

（調整理由）

活動量増減による調整量

tCO₂

tCO₂

経過年数

新設・廃止による調整量 tCO₂

基準排出量

GJ GJ

GJ

エネルギー消費原単位

法令に基づく
定期検査

該当有無

tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

□

目標量
（副生燃料の消費に伴う調整除く）

tCO₂

前
年
度
の
目
標
量
の

設
定
に
係
る
情
報

基準とした年度

（原単位の分母となる指標）

基準とした年度のエネルギー消費原単位

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設 廃止・

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

新設・廃止年月日

日月

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

排出量 tCO₂

tCO₂

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

該当有無

みなし排出量 tCO₂ tCO₂

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度

□ □ □ □

□

割当年度の
前年度

割当年度

　

～ 年度

□

tCO₂

基準排出量

削減率
遡及年度から直近年度の経

過年数
遡及年度の排出量 直近年度の排出量

年度平均

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る

基準とする年度

tCO₂

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

削減率

経過年数

災害
該当有無

みなし排出量 tCO₂

tCO₂

年度平均

新設・廃止による調整量

追加割当の基準となる排出量

基準排出量

法令に基づく
定期検査

目標量

tCO₂

tCO₂tCO₂ tCO₂

tCO₂

活動量増減による調整量

年度
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３　副生燃料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

４　推計値を用いて設定した場合

tCO₂

（

tCO₂

tCO₂

tCO₂

□ □ □ □ □

～ 年度

tCO₂

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

　

（

　　　　　③既存の工場において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合

目標量 tCO₂

tCO₂

その他調整量 tCO₂

（調整理由） ）

新設・廃止による調整量

3

1

2

推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容番号 推計の対象

基準排出量 tCO₂

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度

tCO₂

活動量増減による調整量 tCO₂

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

削減率

経過年数

tCO₂

～

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂tCO₂

□ □ □ □ □

年度

　

副生燃料供給・消費に伴う調整のもとになる排出
量合計

災害
該当有無

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

tCO₂

みなし排出量 tCO₂

基準排出量

tCO₂

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし排出量

tCO₂ 　 tCO₂

tCO₂

日

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日

新設 ・ 廃止 年 月

　　　　　③既存の工場において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場を取得する場合を含む）

tCO₂

（調整理由）

る
情
報

その他調整量

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合
　　　　　③既存の工場において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

　　　　　③既存の工場において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合

）
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その他事業所単位の報告

排出目標量の訂正に係る小規模工場等－第１表

１　目標量

原材料起源

副生燃料起源

内訳

特定事業活動以
外の事業活動に
伴う二酸化炭素

の目標量

合計 tCO₂

tCO₂

tCO₂

tCO₂

エネルギー起源
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排出目標量の訂正に係る小規模工場等－第２表　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　エネルギー起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

２　原材料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

tCO₂

tCO₂

～

tCO₂

□ □ □ □ □

tCO₂

□ □ □ □ □

～ 年度

tCO₂

　 tCO₂

（

　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合

～

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

GJ

□ □ □

GJ GJ GJ

割当年度の
前年度

割当年度

　

～ 年度

tCO₂

GJ

tCO₂tCO₂

□ □

GJ

tCO₂

GJ GJ

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。

tCO₂

（調整理由）

tCO₂

新設・廃止による調整量

（

経過年数

活動量増減による調整量

その他調整量

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

排出量 tCO₂

tCO₂

年度

基準排出量 tCO₂

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度

）

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

削減率

tCO₂

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし排出量 tCO₂

災害
該当有無

みなし排出量

tCO₂ 　

tCO₂

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

基準排出量

tCO₂ tCO₂

tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂

目標量

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日

日月新設 ・ 廃止 年

前
年
度
の
目
標
量
の

設
定
に
係
る
情
報

基準とした年度

（調整理由） ）

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合

tCO₂

tCO₂

基準排出量

tCO₂

GJ

tCO₂

GJ GJ

tCO₂

該当有無

tCO₂

年度

tCO₂

その他調整量

（原単位の分母となる指標）

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし排出量

tCO₂

燃料使用量 GJ

tCO₂ 　 tCO₂

□ □ □

tCO₂

　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

　　　　　③既存の工場等において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合

tCO₂

基準排出量×(1-削減率×経過年数） tCO₂

活動量増減による調整量

新設・廃止による調整量

基準とする年度

基準排出量

削減率

経過年数

目標量
（副生燃料の消費に伴う調整除く）

エネルギー消費原単位

GJ

　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に
係
る
情
報

みなし燃料使用量

基準とした年度のエネルギー消費原単位

年

新設・廃止の
該当有無

新設・廃止年月日 割当年度の
二年度前の年度

□ □

　

GJ GJ

　 tCO₂

新設 ・ 廃止

基
本
情
報 日

みなし燃料使用量

（原単位の分母となる指標）

みなし排出量

排出量

災害

月

基準排出量に係る年度

tCO₂
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３　副生燃料起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

４　推計値を用いて設定した場合

（

tCO₂

tCO₂

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

番号 推計の対象 推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

tCO₂

□ □

tCO₂

（調整理由） ）

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

新設・廃止による調整量 tCO₂

その他調整量 tCO₂

　 tCO₂ tCO₂

経過年数

活動量増減による調整量

□ □

tCO₂

□

年度

基準排出量 tCO₂

基準とする年度 ～

前
年
度
ま
で
の
実
績

に
係
る
情
報

副生燃料供給・消費に伴う調整のもとになる排出
量合計

tCO₂ tCO₂

tCO₂

削減率

tCO₂ tCO₂

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

□ □ □ □

tCO₂ 　 tCO₂

災害
該当有無

みなし排出量

法令に基づく
定期検査

該当有無

みなし排出量

基準排出量

目標量 tCO₂

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

　

～ 年度

□

tCO₂

基
本
情
報

新設・廃止の
該当有無

　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合
　　　　　③既存の工場等において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

基準排出量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度
割当年度の

前年度
割当年度

日

新設・廃止年月日

新設 ・ 廃止 年 月

3

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場において、新たにグランドファザリング対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場において、エネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合
　　　　　③既存の工場において、グランドファザリング対象となる事業活動を行わなくなった場合

1

2
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輸送手段単位の報告

排出目標量の訂正に係る輸送－第１表
　

１　輸送手段の名称等

　
２－１　排出目標量

備考　特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

輸送手段の名称

吸収合併による承継の有無／効力発生年月日 有 無 　 年

年

月 日

月

廃止

２－２　早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量

早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量

　

特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量

月 日

分割・譲渡による承継の有無／効力発生年月日 譲渡 ・ 分割 　

tCO₂

特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量 tCO₂

新たな導入・廃止の該当有無／新設・廃止年月日

年 日

備考　１　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段にお
　　　　　いて行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。
　　　２　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該
　　　　　廃止により完全に行われなくなる場合をいう。

新たな導入 ・

tCO₂
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排出目標量の訂正に係る輸送－第２表　特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　基本情報

２　目標量及びその根拠となる情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

３　推計値を用いて設定した場合

tCO₂

（

□

　 tCO₂

～ 年度

tCO₂

（調整理由） ）

新設・廃止による調整量 tCO₂

～

その他調整量

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度

活動量増減による調整量

2

みなし活動量

tCO₂

直接排出比率

基準活動量×目指すべき原単位×直接排出比率 tCO₂

目指すべき原単位

年度

基準活動量

目標量

前
年
度
の
目

標
量
の
設
定

に
係
る
情
報

基準とした年度

基準活動量に係る年度
割当年度の

二年度前の年度

□ □ □ □

tCO₂ tCO₂みなし排出量 tCO₂ tCO₂

前
年
度
ま
で
の
排
出

実
績
に
係
る
情
報

活動量

災害

該当有無

区分 事業活動

備考　１　本表は、特定事業活動（ベンチマーク対象事業）の区分ごとに記載すること。特定事業活動が４以上の場合は表を追加すること。

　 年 月 日3

番号

　　　２　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段にお
　　　　　いて行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。
　　　３　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該
　　　　　廃止により完全に行われなくなる場合をいう。

割当年度の
前年度

割当年度

基準活動量

　 年

　 年 月新たな導入 ・ 廃止

番号 区分 該当する特定事業活動 届出年度の前年度の新たな導入・廃止の有無 新たな導入・廃止年月日

月 日1 新たな導入 ・ 廃止

日2

3

番号 推計の対象 推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1

新たな導入 ・ 廃止

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。
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排出目標量の訂正に係る輸送－第３表　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量に係る情報

１　エネルギー起源排出量に係る情報

（ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ） （ 年度 ）

（ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

２　早期排出削減量に係る情報

（ ～ ） （ ～ ）

３　推計値を用いて設定した場合

tCO₂ 　 tCO₂ tCO₂

tCO₂

　

遡及年度の排出量 直近年度の排出量
削減率

遡及年度から直近年度の経
過年数

追加割当の基準となる排出量
年度平均

その他調整量

割
当
年
度
の
目
標
量
の
設
定
に
係
る
情
報

基準とする年度

削減率

tCO₂

（調整理由） ）

活動量増減による調整量 tCO₂

（

年度

基準排出量

新設・廃止による調整量 tCO₂

tCO₂

経過年数

基準排出量×(1-削減率×経過年数）

～

GJ GJ GJ

□ □ □ □ □

前
年
度
ま
で
の
排
出
実
績
に
係

る
情
報

燃料使用量 GJ

エネルギー消費原単位

tCO₂ tCO₂

GJ GJ

tCO₂ tCO₂

GJ GJ

tCO₂

（原単位の分母となる指標）

災害

該当有無

みなし燃料使用量

みなし排出量

排出量

GJ GJ

　 tCO₂ tCO₂

～ 年度

tCO₂

基
本
情
報

新たな導入・廃
止の該当有無

新設・廃止年月日

廃止 年 月 日

基準排出量に係る年度

備考　１　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段にお
　　　　　いて行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。

割当年度の
前年度

割当年度

新たな
導入

・

割当年度の
二年度前の年度

目標量 tCO₂

前
年
度
の
目
標
量
の

設
定
に
係
る
情
報

基準とした年度

基準とした年度のエネルギー消費原単位

基準排出量

（原単位の分母となる指標）

　

　　　２　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該
　　　　　廃止により完全に行われなくなる場合をいう。

番号 推計の対象 推計の対象の量 推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1

tCO₂

年度平均

tCO₂ tCO₂

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

2

3
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特定工場等単位の報告

排出実績量の訂正に係る工場等－第１表 　　

１　特定工場等の名称等

〒

２－１　特定工場等の二酸化炭素の排出量

２－２　特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２－３　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

３　実測等に基づく算定方法

４　推計値を用いて算定する方法

2 tCO₂

1

tCO₂事業活動

事業所管大臣

原材料起源二酸化炭素 tCO₂

2

区分

備考　特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。

特定事業活動に伴う
二酸化炭素の排出量

1

区分

3

1 tCO₂

tCO₂

3 tCO₂

tCO₂

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

2

3

算定方法の内容
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量

tCO₂

区分

tCO₂

tCO₂

合計 tCO₂

エネルギー起源二酸化炭素 tCO₂

事業活動

事業所管大臣

月 日吸収合併による承継の有無／効力発生日 有 ・ 無 　 年

省エネ法のエネルギー管理指定工場等番号

省エネ法の指定年度／指定区分

工場等の名称

月

年度 第 種

所在地

主たる事業分野及び事業活動／細分類番号

主たる事業活動に係る事業を所管する大臣

日

譲渡 　 年

新設・廃止の該当有無／新設・廃止年月日 新設 ・ 廃止 　 年

分割・譲渡による承継の有無／効力発生年月日 分割 ・ 月 日

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにベンチマーク対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、ベンチマーク対象となる事業活動を行わなくなった場合

備考　　実測等の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

特定事業活動以外の
事業活動に伴う二酸

化炭素の排出量

副生燃料起源二酸化炭素 tCO₂

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

二酸化炭素の排出量 tCO₂

事業活動

事業所管大臣

番号 対象活動
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備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。
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小規模工場等単位の報告

排出実績量の訂正に係る小規模工場等－第１表

１－１　特定工場等の二酸化炭素の排出量

１－２　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２　実測等に基づく算定方法

３　推計値を用いて算定する方法

3 tCO₂

2 tCO₂

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1 tCO₂

2 tCO₂

3 tCO₂

1 tCO₂

合計 tCO₂

エネルギー起源二酸化炭素

対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
算定方法の内容

備考　実測等の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

二酸化炭素の排出量 tCO₂

特定事業活動以外の
事業活動に伴う二酸

化炭素の排出量 原材料起源二酸化炭素 tCO₂

tCO₂

副生燃料起源二酸化炭素 tCO₂

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

番号
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輸送手段の報告

排出実績量の訂正に係る輸送表－第１表 　
　

１　輸送手段の名称等

２－１　輸送手段の二酸化炭素の排出量

２－２　特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２－３　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

３　実測等に基づく算定方法

４　推計値を用いて算定する方法

1 tCO₂

2

3

tCO₂特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

事業所管大臣

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

番号 対象活動

tCO₂

3

区分

tCO₂

事業活動

当該算定方法により算定した二
酸化炭素の排出量

算定方法の内容

2

区分

tCO₂

輸送手段の名称

tCO₂

月 日

新たな導入 ・ 廃止 　

分割・譲渡による承継の有無／効力発生年月日 譲渡 ・ 分割

有 無 　

年

二酸化炭素の排出量

月 日新たな導入・廃止の該当有無／新設・廃止年月日

特定事業活動に伴う
二酸化炭素の排出量

1

区分

tCO₂

tCO₂

月 日

吸収合併による承継の有無／効力発生年月日

事業所管大臣

事業活動

事業活動

事業所管大臣

　

年

年

備考　　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　１　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段にお
　　　　　いて行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。
　　　２　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該
　　　　　廃止により完全に行われなくなる場合をいう。

2 tCO₂

3 tCO₂

備考　　実測等の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1 tCO₂

備考　特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。
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様式第３（第 11 条関係） 

 

届出事項の変更届出書 

 

年 月 日 

経 済 産 業 大 臣  殿 

 

届出者 住所 

 

名称及び代表者の氏名 

（個人である場合にあっては、氏名）        

 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則第 11 条の規定により、法

33 条第１項の規定に基づいて届け出た事項について、以下のとおり変更がありましたので届け

出ます。 

 

変更又は訂正事項 

  

  

変更又は訂正前 

 

 

変更又は訂正後 

 

 

作成担当者連絡先 
名称及び代表者の氏名 
（個人である場合にあっては、そ

の氏名） 

 

本店又は主たる事務所の所在地

（個人である場合にあっては、そ

の脱炭素成長型投資事業者排出枠

の管理を行う事務所の所在地） 

 

事 業 所 名  
所 属 部 課  
氏 名  
電 話 番 号   
メ ー ル ア ド レ ス   

 
備考 用紙の大きさは日本産業規格 A４とすること。 
 

269



 

様式第４（第 12 条及び第 17 条関係） 

 

確認申請書 

 

年  月  日   

      殿 

             住所                    

                                          

             名称及び代表者の氏名           

（個人である場合にあっては、氏名）          

 

 以下の事項に関する確認を受けたく、申請します。 

□排出目標量 

□排出実績量 

□早期排出削減量 

 

備考  

１ 確認を受けることを希望する対象の「□」欄に「レ」を記入すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 
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様式第５（第16条関係）

殿
年 月 日

住所 〒

法人名
法人名（英語表記）
法人番号
代表者の役職名
代表者の氏名
（個人である場合にあっては、氏名）

※受理年月日
※処理年月日

排出実績量報告

　脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。
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事業者単位の報告

事業者－第１表　脱炭素成長型投資事業者の名称等

１　脱炭素成長型投資事業者の名称等

〒

〒

〒

〒

備考　連絡担当者は、主担当者と副担当者をそれぞれ記載すること。

法第４４条の規定により脱炭素成長型投資事業者とみなさ
れる場合はその旨

有

事業者の名称及び所在地について、割当年度の届出からの変更がある場合はその旨 有

【有】の場合

変更前の事業者の所在地：
変更前の事業者の名称：

従たる事業／細分類番号

従たる事業を所管する大臣

主たる事業を所管する大臣

連絡担当者
（問合せ先）

部署

役職

（ふりがな）
氏名

勤務地

事業者の名称
（個人である場合にあっては、氏名）

本店又は主たる事務所の所在地
（個人である場合にあっては、住所）

主たる事業／細分類番号

電話番号

メールアドレス

連絡担当者
（問合せ先）

部署

役職

（ふりがな）
氏名

勤務地

電話番号

メールアドレス
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事業者－第２表　排出実績量
年度の排出実績量

１　脱炭素成長型投資事業者の排出実績量

２－１　脱炭素成長型投資事業者の二酸化炭素の排出量

２－２　脱炭素成長型投資事業者の事業活動ごとの二酸化炭素の排出量
２－２－１　特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２－２－２　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

３　国内認証排出削減量に係る情報

４　海外認証排出削減量に係る情報

５　報告に関する補足事項

特定事業活動以外の
事業活動に伴う二酸

化炭素の排出量

合計 tCO₂

tCO₂

tCO₂

tCO₂

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

合計 tCO₂

備考　１　海外認証排出削減量は、無効化日ごとに記載すること。４以上になる場合には行を追加すること。
　　　２　無効化日の欄には、排出量調整無効化を行った日付を記載すること。
　　　３　無効化量は正の値で記載すること。
　　　４　本表に記載した全ての海外認証排出削減量について、脱炭素成長型投資事業者が無効化を行ったことを確認できる資料を添付すること。

無効化日 無効化量

2 ～

tCO₂

3 tCO₂

合計 tCO₂

備考　１　国内認証排出削減量は、無効化日又は移転日ごとに記載すること。４以上になる場合には行を追加すること。

　　　２　クレジット特定番号等の欄には、無効化又は移転した国内認証排出削減量を特定する番号を、クレジットブロックのユニット開始番号とユニット終了番号を
　　　　　「～」でつなぐことにより記載すること。

　　　３　無効化日又は移転日の欄には、排出量調整無効化を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付を記載すること。
　　　４　無効化量は正の値、移転量は負の値で記載すること。

　　　５　本表に記載した全ての国内認証排出削減量について、脱炭素成長型投資事業者が無効化又は移転を行ったことを確認できる資料を添付するこ
　　　　　と。

番号 識別番号

1 tCO₂

2

3 ～ tCO₂

エネルギー起源二酸化炭素

原材料起源二酸化炭素

副生燃料起源二酸化炭素

tCO₂

二酸化炭素の排出量

tCO₂～1

tCO₂

1

区分

事業活動

事業所管大臣

備考　特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。

番号 クレジット特定番号 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量

3

区分

事業活動 tCO₂

備考　国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量を加味した二酸化炭素の排出量を記載すること。

tCO₂排出実績量

特定事業活動に伴う
二酸化炭素の排出量

tCO₂

tCO₂2

区分

事業活動

事業所管大臣

事業所管大臣
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事業者－第３表　二酸化炭素の排出量の増減に関する事情

１　割当年度における合併に関する情報
１－１　事業者又は密接関係者が他の会社を吸収合併した場合

〒

　

１－２　密接関係者が他の会社に吸収合併又は新設合併された場合

〒

　 　
２　割当年度における事業の分割に関する情報
２－１　事業者又は密接関係者が他の会社の事業を吸収分割により承継した場合

〒

　

２－２　事業者又は密接関係者が他の会社に対しその事業を吸収分割又は新設分割により承継させた場合

〒

　

３　割当年度における事業譲渡又は特定工場等の譲渡に関する情報
３－１　事業者又は密接関係者が譲り受けた場合

〒

譲渡の対象に輸送手
段を含む場合

その旨 有

その内容

備考　１　特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１０条
          第２項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第１３条第２項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。

名称 　

代表者の氏名

本店又は主たる事務所

分割の効力が生じた日

相手方たる分割承継
会社又は新設会社の

名称等

名称 　

代表者の氏名

本店又は主たる事務所

吸収分割により事業を承継させた分割会社たる事業者又は
密接関係者の名称

吸収分割により事業を承継した事業者又は密接関係者の名
称

吸収分割の対象に輸
送手段を含む場合

その旨

その内容

事業譲渡又は特定工場等の譲渡を受けた事業者又は密接関
係者の名称

有

吸収分割の効力が生じた日における分割会社の分割対象に
おける主たる事業

吸収分割の対象に輸
送手段を含む場合

その旨 有

その内容

事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日

事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日における
譲渡人の譲渡対象における主たる事業

備考　１　該当する吸収分割が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　本表に記載した全ての分割について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

備考　１　該当する吸収分割が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　本表に記載した全ての分割について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

相手方たる譲渡人の
名称等

名称
（個人の場合は、氏名）

　

代表者の氏名
（個人の場合は、記載不要）

本店又は主たる事務所
（個人の場合は、住所）

有
吸収合併の効力が生じた日において消滅会社が脱炭素成長
型投資事業者（法第４４条の規定によりみなされている場

合も含む。）である場合はその旨

吸収合併の効力が生じた日

代表者の氏名

本店又は主たる事務所

備考　１　該当する吸収合併が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　本表に記載した全ての合併について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

吸収合併の効力が生じた日における消滅会社の主たる事業

吸収合併における消
滅会社の名称等

本店又は主たる事務所

名称 　

代表者の氏名

吸収合併した事業者又は密接関係者の名称

分割の効力が生じた日

吸収分割の効力が生じた日における分割会社の分割対象に
おける主たる事業

合併における存続会
社又は新設会社の名

称等

名称 　

備考　１　該当する合併が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　本表に記載した全ての合併について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

合併の効力が生じた日

合併により消滅した密接関係者の名称

合併の効力が生じた日における消滅会社たる当該密接関係
者の主たる事業

相手方たる分割会社
の名称等
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３－２　事業者又は密接関係者が他の事業者に対し事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした場合 　

〒

　
　

　

　　　４　本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

　　　４　本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。

備考　１　特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１０条
          第２項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第１３条第２項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。

　　　２　該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。

　　　２　該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。

譲渡の対象に輸送手
段を含む場合

その旨 有

その内容

事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日

事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日における
譲渡人の譲渡対象における主たる事業

事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした譲渡人たる事業者又
は密接関係者の名称

相手方たる譲受人の
名称等

名称
（個人の場合は、氏名）

　

代表者の氏名
（個人の場合は、記載不要）

本店又は主たる事務所
（個人の場合は、住所）

　　　３　輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。

　　　３　輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。
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事業者－第４表　密接関係者の情報　

１　密接関係者の名称等

〒

〒

〒

備考　１　密接関係者が複数の場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
　　　２　連絡担当者は、主担当者と副担当者をそれぞれ記載すること。

本店又は主たる事務所の所在地

主たる事業分野及び事業活動／細分類番号

事業者の名称

主たる事業活動に係る事業を所管する大臣

連絡担当者
（問合せ先）

部署

役職

（ふりがな）
氏名

勤務地

電話番号

メールアドレス

連絡担当者
（問合せ先）

部署

役職

（ふりがな）
氏名

勤務地

電話番号

メールアドレス
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事業者－第５表　特定工場等の情報

１　特定工場等の一覧

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

備考　１　密接関係者が有する特定工場等を含めて全て記載すること。

　　　２　特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１０条
          第２項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第１３条第２項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。

　　　３　特定工場等が８以上の場合は、行を追加すること。

種6 第

5 第

省エネ法
の指定区

分
工場等の名称 工場等の所在地

種

種

種

種

番号 事業者の名称
省エネ法のエネル

ギー管理指定工場等
番号

主たる事業 細分類番号

1 第

2 第 種

3 第

4 第

7 第 種
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特定工場等単位の報告

工場等－第１表 　　

１　特定工場等の名称等

〒

２－１　特定工場等の二酸化炭素の排出量

２－２　特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２－３　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

３　実測等に基づく算定方法

４　推計値を用いて算定する方法

事業所管大臣

2

区分

エネルギー起源二酸化炭素 tCO₂

原材料起源二酸化炭素 tCO₂

tCO₂二酸化炭素の排出量

特定事業活動に伴う
二酸化炭素の排出量

1

区分

3

区分

tCO₂

tCO₂事業活動

事業所管大臣

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

2 tCO₂

1 tCO₂

3 tCO₂

3

合計 tCO₂

日分割・譲渡による承継の有無／効力発生年月日 分割 ・ 譲渡 　 年

番号 対象活動 算定方法の内容
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量

事業活動

事業所管大臣

備考　特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

tCO₂

特定事業活動以外の
事業活動に伴う二酸

化炭素の排出量

副生燃料起源二酸化炭素

tCO₂事業活動

・ 無 　 年 月

月

日

省エネ法のエネルギー管理指定工場等番号

省エネ法の指定年度／指定区分

工場等の名称

月 日

年度 第 種

所在地

主たる事業分野及び事業活動／細分類番号

吸収合併による承継の有無／効力発生日 有

主たる事業活動に係る事業を所管する大臣

新設・廃止の該当有無／新設・廃止年月日 新設 ・ 廃止 　 年

備考　１　新設に該当する場合は、新設に〇をつけること。新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①新たに敷地等を取得して工場等を設置する場合（他社から工場等を取得する場合を含む）
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを初めて超える場合
　　　　　③既存の工場等において、新たにベンチマーク対象となる事業を開始した場合
　　　２　廃止に該当する場合は、廃止に〇をつけること。廃止とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
　　　　　①工場等における自社の生産活動を停止し、他者への売却等を行う場合
　　　　　②既存の工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kLを下回る場合
　　　　　③既存の工場等において、ベンチマーク対象となる事業活動を行わなくなった場合

備考　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　実測等の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

1

tCO₂

tCO₂

2 tCO₂
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小規模工場等単位の報告

小規模工場等－第１表

１－１　特定工場等の二酸化炭素の排出量

１－２　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２　実測等に基づく算定方法

３　推計値を用いて算定する方法

3 tCO₂

2 tCO₂

2 tCO₂

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1 tCO₂

3 tCO₂

tCO₂

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

1 tCO₂

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
算定方法の内容

備考　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　実測等の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

二酸化炭素の排出量 tCO₂

エネルギー起源二酸化炭素 tCO₂特定事業活動以外の
事業活動に伴う二酸

化炭素の排出量

副生燃料起源二酸化炭素 tCO₂

合計 tCO₂

原材料起源二酸化炭素
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輸送手段の報告

輸送表－第１表 　
　

１　輸送手段の名称等

２－１　輸送手段の二酸化炭素の排出量

２－２　特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

２－３　特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

３　実測等に基づく算定方法

４　推計値を用いて算定する方法

対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量

3 tCO₂

1 tCO₂

2 tCO₂

備考　特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。

番号 対象活動
当該算定方法により算定した二

酸化炭素の排出量
算定方法の内容

備考　特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。

特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量

推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容

1 tCO₂

2 tCO₂

3 tCO₂

番号

3

区分

tCO₂事業活動

事業所管大臣

tCO₂

tCO₂事業活動

事業所管大臣

事業活動

事業所管大臣

日

二酸化炭素の排出量

tCO₂

年 月 日

吸収合併による承継の有無／効力発生年月日 有 無 　

tCO₂

2

区分

特定事業活動に伴う
二酸化炭素の排出量

1

区分

備考　推計の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　実測等の対象が４以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。

備考　１　新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段におい
　　　　　て行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。

　　　２　廃止とは、輸送手段の全てを廃止する場合又は、輸送手段の一部を廃止する場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該廃
　　　　　止により完全に行われなくなる場合をいう。

輸送手段の名称

新たな導入・廃止の該当有無／新設・廃止年月日 新たな導入 ・ 廃止 　 年 月 日

分割・譲渡による承継の有無／効力発生年月日 譲渡 ・ 分割 　

年 月
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様式第６（第 19 条関係） 

 

訂正確認申請書 

 

年  月  日   

      殿 

住所                   

 

名称及び代表者の氏名           

（個人である場合にあっては、氏名）          

 

 以下の事項に関する確認を受けたく、申請します。 

□訂正後の排出目標量 

□訂正後の排出実績量 

□訂正後の早期排出削減量 

 

備考 

１ 確認を受けることを希望する対象の「□」欄に「レ」を記入すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 
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様式第７（第 23 条関係） 

 

法人等保有口座の開設申請書 

 

年 月 日 

経 済 産 業 大 臣  殿 

 

             申請者 住所                  

 

                 名称及び代表者の氏名          

（個人である場合にあっては、氏名）         

 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 48 条第３項の規定により、法人

等保有口座の開設について、次のとおり申請します。 

 
名称及び代表者の氏名 
（個人である場合にあっては、

その氏名） 

 

本店又は主たる事務所の所在地

（個人である場合にあっては、

その脱炭素成長型投資事業者排

出枠の管理を行う事務所の所在

地） 

 

電話番号  
メールアドレス  

 
（法人である場合のみ） 
脱炭素成長型投資事業者排出枠

の管理を行う部署の名称 
 

脱炭素成長型投資事業者排出枠

の管理を行う部署の住所 
 

電話番号  
メールアドレス  

 
備考 用紙の大きさは日本産業規格 A４とすること。 
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様式第８（第 24 条関係）  

   

法人等保有口座名義人の名称等変更届出書 

 

年 月 日 

経 済 産 業 大 臣  殿 

 

届出者 住所 

 

名称及び代表者の氏名 

               （個人である場合にあっては、氏名）         

 

 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 49 条第１項の規定により、法人等

保有口座名義人の名称等に変更について、次のとおり届け出ます。 
 
名称及び代表者の氏名 
（個人である場合にあっては、そ

の氏名） 

 

本店又は主たる事務所の所在地

（個人である場合にあっては、そ

の脱炭素成長型投資事業者排出枠

の管理を行う事務所の所在地） 

 

電話番号  
メールアドレス  

 
（法人である場合のみ） 
脱炭素成長型投資事業者排出枠の

管理を行う部署の名称 
 

脱炭素成長型投資事業者排出枠の

管理を行う部署の住所 
 

電話番号  
メールアドレス  

 
備考 

１ 変更がない部分も含め、すべて記入すること。 
  ２ 用紙の大きさは日本産業規格 A４とすること。 
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様式第９（第 27 条関係） 

 

排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付請求書 

 

年 月 日 

経 済 産 業 大 臣  殿  

 

請求者 住所                   

  

名称及び代表者の氏名              

                 （個人である場合にあっては、氏名）         

 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 55 条の規定により、排出枠口座簿

に記録されている事項を証明した書面の交付について、次のとおり請求します。 
 

口座番号 
 
 

（ふりがな） 
法人等保有口座名義人の

名称又は氏名 

 
 

 
請求の内容  □ 記録事項の全部  □ 記録事項の一部 

 
 ※記録事項の一部の請求をする場合には、以下に請求に係る事項を記載すること。 

（請求に係る事項） 
 
 
 
 

 
 
備考 用紙の大きさは日本産業規格 A４とすること。 
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様式第 10（第 28 条関係） 

 

法人等保有口座の廃止申請書 

 

年 月 日 

経 済 産 業 大 臣  殿 

 

申請者 住所                   

 

 名称及び代表者の氏名      

（個人である場合にあっては、氏名）     

 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則第 28 条第１項の規定によ

り、法人等保有口座の廃止について、次のとおり申請します。 

 

口座番号  
（ふりがな） 
法人等保有口座名義人の

名称又は氏名 

 
 

 
備考 用紙の大きさは日本産業規格 A４とすること。 
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様式第11（第38条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第132条第２項及び136条

第４項の立入検査証 

 

職 名 

氏 名 

年  月  日生  

 

年  月  日交付 

 

発行者      印 

写 
 
 
 
 
 
 
 

真 

（
押
出
ス
タ
ン
プ
割
印
） 
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裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） この用紙の大きさは日本産業規格Ｂ８とすること。 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律抜粋  

（報告及び検査） 

第132条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、

又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければな

らない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（立入検査） 

第136条 経済産業大臣は、第４章第１節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、化石燃料採取者

等又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者の事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入

り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 経済産業大臣は、第34条第１項並びに第36条第１項及び第２項（これらの規定を第44条の規定により適用する場合を含

む。）の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の

工場又は事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

３ 経済産業大臣は、第67条から第69条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録確認機関

又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を

検査させることができる。 

４ 前３項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければ

ならない。 

９ 第１項から第３項まで及び第５項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな

い。 

10 経済産業大臣は、その職員に第２項の規定による立入検査をさせるとき又は機構に第５項の規定により第２項の規定に

よる立入検査を行わせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとす

る。 

第144条 第132条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。 

第145条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。 

四 第136条第２項又は第３項の規定による検査（同条第５項の規定により機構が行うものを含む。）を拒み、妨げ、又

は忌避したとき。 
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様式第12（第38条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第136条第８項の 

立入検査証 

 

職 名 

氏 名 

年  月  日生  

 

年  月  日交付 

 

発行者      印 

写 
 
 
 
 
 
 
 

真 

（
押
出
ス
タ
ン
プ
割
印
） 
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裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） この用紙の大きさは日本産業規格Ｂ８とすること。 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律抜粋  

（立入検査） 

第136条 経済産業大臣は、第４章第１節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、化石燃料採取者

等又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者の事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入

り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 経済産業大臣は、第34条第１項並びに第36条第１項及び第２項（これらの規定を第44条の規定により適用する場合を含

む。）の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の

工場又は事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

３ 経済産業大臣は、第67条から第69条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録確認機関

又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を

検査させることができる。 

５ 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることが

できる。 

６ 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要

な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 

８ 第五項の規定により機構の職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しな

ければならない。 

９ 第１項から第３項まで及び第５項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな

い。 

10 経済産業大臣は、その職員に第２項の規定による立入検査をさせるとき又は機構に第５項の規定により第２項の規定に

よる立入検査を行わせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとす

る。 

第145条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。 

四 第136条第２項又は第３項の規定による検査（同条第５項の規定により機構が行うものを含む。）を拒み、妨げ、又

は忌避したとき。 
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（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
令
和
六
年
経
済
産
業
省
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
脱
炭

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
脱
炭

素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す

素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す

る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」

る
用
語
の
例
に
よ
る
。

と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
勘
定
区
分
）

（
勘
定
区
分
）

290



第
三
条

機
構
の
会
計
に
お
い
て
は
、
法
第
百
二
十
四
条

第
三
条

機
構
の
会
計
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
三
条
の

の
規
定
に
よ
り
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

規
定
に
よ
り
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
貸

貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照

借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表

表
勘
定
に
お
い
て
は
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
を
計
算

勘
定
に
お
い
て
は
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
を
計
算
し

し
、
損
益
勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す

、
損
益
勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る

る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
収
入
支
出
予
算
）

（
収
入
支
出
予
算
）

第
六
条

収
入
支
出
予
算
は
、
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定

第
六
条

収
入
支
出
予
算
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に

に
よ
り
設
け
た
勘
定
ご
と
に
、
収
入
に
あ
っ
て
は
そ
の

よ
り
設
け
た
勘
定
ご
と
に
、
収
入
に
あ
っ
て
は
そ
の
性

性
質
、
支
出
に
あ
っ
て
は
そ
の
目
的
に
従
っ
て
区
分
す

質
、
支
出
に
あ
っ
て
は
そ
の
目
的
に
従
っ
て
区
分
す
る

る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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（
予
算
の
添
付
書
類
）

（
予
算
の
添
付
書
類
）

第
七
条

機
構
は
、
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
前
段
の
予

第
七
条

機
構
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
前
段
の
予
算

算
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
予
算
に
次
に

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
予
算
に
次
に
掲

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

機
構
は
、
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
後
段
の
予
算
の

２

機
構
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
後
段
の
予
算
の
変

変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の

更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
予

予
算
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し

算
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て

て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
前
項
第
二
号
又
は
第

場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
前
項
第
二
号
又
は
第
三

三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変

号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
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更
後
の
書
類
も
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
の
書
類
も
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
事
業
計
画
）

（
事
業
計
画
）

第
十
一
条

法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
は

第
十
一
条

法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
は
、

、
法
第
百
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
、
同
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
条

第
二
項
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
第
三
項
に
掲
げ
る
業
務

第
二
項
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
な
け

に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
計
画
）

（
資
金
計
画
）

第
十
二
条

法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
資
金
計
画
に
は

第
十
二
条

法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
資
金
計
画
に
は
、

、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
な
け
れ

次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

機
構
は
、
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
後
段
の
資
金
計

２

機
構
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
後
段
の
資
金
計
画

画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更

の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し

し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請

よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書

書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
）

（
財
務
諸
表
）

第
十
三
条

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

第
十
三
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
は

は
、
純
資
産
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

、
純
資
産
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計

計
算
書
と
す
る
。

算
書
と
す
る
。

（
附
属
明
細
書
）

（
附
属
明
細
書
）

第
十
四
条

機
構
が
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

第
十
四
条

機
構
が
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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よ
り
毎
事
業
年
度
作
成
す
る
附
属
明
細
書
に
は
、
次
に

り
毎
事
業
年
度
作
成
す
る
附
属
明
細
書
に
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

主
な
資
産
及
び
負
債
の
明
細
に
関
す
る
事
項

二

主
な
資
産
及
び
負
債
の
明
細
に
関
す
る
事
項

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
削
る
）

ニ

機
構
が
行
っ
た
出
資
額
の
明
細

ニ

（
略
）

ホ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
事
業
報
告
書
）

（
事
業
報
告
書
）

第
十
六
条

機
構
が
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

第
十
六
条

機
構
が
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

よ
り
毎
事
業
年
度
作
成
す
る
事
業
報
告
書
に
は
、
次
に

り
毎
事
業
年
度
作
成
す
る
事
業
報
告
書
に
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
決
算
報
告
書
）

（
決
算
報
告
書
）

第
十
七
条

法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
決
算
報
告
書
は

第
十
七
条

法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
決
算
報
告
書
は
、

、
収
入
支
出
決
算
書
及
び
債
務
に
関
す
る
計
算
書
と
す

収
入
支
出
決
算
書
及
び
債
務
に
関
す
る
計
算
書
と
す
る

る
。

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
閲
覧
期
間
）

（
閲
覧
期
間
）

第
十
九
条

法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
期
間
は
、
五
年

第
十
九
条

法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
期
間
は
、
五
年
と

と
す
る
。

す
る
。

（
積
立
金
等
の
処
分
に
係
る
申
請
書
類
）

（
積
立
金
等
の
処
分
に
係
る
申
請
書
類
）
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第
二
十
条

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

第
二
十
条

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三

百
七
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

百
七
十
九
号
）
第
三
条
第
二
項
の
書
類
は
、
中
間
事
業

二
項
の
書
類
は
、
中
間
事
業
年
度
（
法
第
百
二
十
五
条

年
度
（
法
第
六
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業

第
四
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ

年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
末
の

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
末
の
貸
借
対
照
表
及
び
中
間

貸
借
対
照
表
及
び
中
間
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
と
す

事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
と
す
る
。

る
。

（
借
入
金
の
認
可
の
申
請
）

（
借
入
金
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条

機
構
は
、
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
資

第
二
十
一
条

機
構
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
資
金

金
の
借
入
れ
（
借
換
え
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け
よ

の
借
入
れ
（
借
換
え
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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。一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
余
裕
金
の
運
用
方
法
）

（
余
裕
金
の
運
用
方
法
）

第
二
十
二
条

法
第
百
二
十
九
条
第
三
号
の
方
法
は
、
金

第
二
十
二
条

法
第
六
十
七
条
第
三
号
の
方
法
は
、
金
銭

銭
の
信
託
（
元
本
の
損
失
を
補
て
ん
す
る
契
約
が
あ
る

の
信
託
（
元
本
の
損
失
を
補
て
ん
す
る
契
約
が
あ
る
も

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

附

則

附

則

第
一
条

（
略
）

１

（
略
）

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）
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第
二
条

法
附
則
第
六
条
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
の
前

２

法
附
則
第
六
条
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
の
前
日
ま

日
ま
で
の
間
は
、
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

で
の
間
は
、
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

は
、
第
十
一
条
中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
各
号
」
と
あ

第
十
一
条
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の

る
の
は
、
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
か

は
、
「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
（
同

ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
号
（
同
項
第
一
号
及
び
第
四

項
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
す

る
。

第
三
条

（
略
）

３

（
略
）

（
積
立
金
等
の
処
分
に
係
る
申
請
書
類
）

第
四
条

令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
書
類
は
、
売
渡
終
了

（
新
設
）

年
度
（
法
附
則
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
売
渡
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終
了
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

末
の
貸
借
対
照
表
及
び
売
渡
終
了
年
度
の
損
益
計
算
書

と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
八
年
度
に
お
け
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
脱
炭

素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
（
同
項
第
四
号
及
び
新
規
則
第
十
条
第
二
項
第
七
号
の
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
条
第
一
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項
中
「
毎
年
度
九
月
末
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
九
年
度
の
九
月
末
日
ま
で
に
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

令
和
八
年
度
に
お
け
る
新
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
の
割
当
て
に
つ
い
て
は
、
新
規
則

第
十
五
条
中｢
届
出
年
度
の
十
一
月
末
日
ま
で
に｣

と
あ
る
の
は
、｢

令
和
九
年
度
の
十
一
月
末
日
ま
で
に｣

と
す
る
。
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